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第１ 総論 

  本準備書面は，立証責任等，本件仮処分における司法審査の在り方について，

仮処分申立書を踏まえた詳細な主張を行うことを目的とする。 

  原発設置・運転に関する民事差止訴訟及びその仮処分の司法審査の在り方を

考えるに当たっては，まず何よりも，福島原発事故において明らかになった原

発事故被害の特殊性を踏まえる必要がある。なぜなら，同事故後の原子力関連

法規の制定・改正は，同事故の被害の特殊性とこのような事故を二度と起こさ

ないようにするという反省を立法事実としているからであり，同事故被害の特

殊性は，差止訴訟におけるあらゆる判断の出発点となるべきだからである。 

  その上で，具体的な司法審査にあっては，申立書１４頁以下に述べたとおり，

①原発に求められる安全性がどの程度のものであるのかという問題と，②立証

の負担をどちら側にどの程度課すべきかという問題とを分けて考えるべきであ

る。 

  そこで，以下，第２において，司法判断の在り方の大前提となる福島原発事

故被害の特殊性を，第３において，事故後の法改正の内容及び趣旨を述べ，第

４において，原発訴訟の司法判断の在り方に関する基本的な視点を示す。その

うえで，第５において，①原発に求められる安全性について，第６において，

②立証負担の分配の問題について詳細な主張を行う。 

 

第２ 福島原発事故被害の特殊性 

１ 反比例原則が採用されることが正義に適うこと 

  原発技術には，他の科学技術とは質的に異なる危険性があり，原発事故被害

にも，他の科学技術の利用に伴う事故とは質的に異なる危険性が存在し 1，こ

                                            
1 この点について，大飯３，４号機一審判決は，「原子力発電においてはそこで発出されるエ

ネルギーは極めて膨大であるため，運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しな

ければならず，その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり，いったん発生した事

故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは，他の技術の多くが運転の
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れらを十分に念頭に置いて安全性が判断される必要がある。一般に，被害が大

きければ大きいほど，発生確率・頻度が僅かであっても規制すべきという考え

方を「反比例原則」というが，原発は被害が極大なのであり，極めて稀にしか

発生しないような高度な安全性が求められる，というのが，法の基本理念であ

る正義の考え方にも適う。 

  そこで，以下，原発技術が如何に特殊で，それによる事故被害が如何に異質

で極大なものとなるのかについて述べる。 

 

２ 事態の進展に伴って収束せずに拡大していくこと 

  第１に，原発技術の特性として，放出されるエネルギーが極めて膨大で，し

かも直ちにその発生を停止することができない，という点が挙げられる。この

ため，他の科学技術の利用に伴う事故の場合には，運転を停止することにより

それ以上の被害の発生を食い止められる，あるいは限定的なものにとどめられ

るのに対し，原発事故の場合には，即座に制御棒を挿入して運転を「止める」

ことができたとしても，その後も崩壊熱を発生し続け，冷却水を循環させるな

どして冷却を継続できなければ，「冷やす」機能が喪失して燃料棒が溶解し，炉

心溶融(メルトダウン)などに至る危険性を内包する。 

  また，放射性物質の拡散を防ぐことが出来ず，「閉じ込める」機能が喪失する

と，後述するように，極めて広範囲に放射性物質が拡散され，事態の進展に伴

ってますます放出が拡大する危険性が存する。 

  このように，原発事故は，複数の対策を綱渡りのように成功させなければ収

束に向かわず，一つでも失敗すれば被害が拡大して破滅的な事故につながりか

ねないという，他の科学技術の利用に伴う事故とは質的に異なる特性がある。 

 

                                                                                                                                   
停止という単純な操作によって，その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子

力発電に内在する本質的な危険である。」と述べている（甲Ｂ１・４３頁）。 
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３ 科学技術から得られる知見に限界があること 

  第２に，原発は，他の技術と異なり，いわゆるトライアルアンドエラーによ

る実験と検証，検証を踏まえた安全策の向上という過程を踏むことができない

事柄も多く，専門家の経験的知識に頼ることが難しいという特性がある。 

  従って，専門家といえども，多くの場合不確かな前提(机上の論理)の上でし

か語ることができないため，専門知識に頼ったとしても，確実な法的行為基準・

審査基準が得られるわけではない。 

  例えば，原子力安全・保安院の「地震・津波，地質・地盤合同ワーキンググ

ループ」の主査であった纐纈一起東京大学地震研究所教授は，福島原発事故後，

「原発の耐震安全性を科学的知見からだけで判断することの困難さを悟って」

地震の４か月半後に合同ワーキンググループの主査を辞任した。そして，「辞任

してから改めて原発審査を振り返ってみると，科学的に正しい耐震安全性が適

用されるようにという信念のもと，自分では努力したつもりだった。しかし，

科学の方に限界があって，こうした信念も空回りしてしまったというのが正直

な実感である。今回の原発事故の最大の教訓は
、、、、、、、、、、、、、、

，
、
どんなに一生懸命
、、、、、、、、

，
、
科学的な
、、、、

耐震性の評価を行ったとしても
、、、、、、、、、、、、、、

，
、
それを上回るような現象が起こる国だと分か
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ったこと
、、、、

であろう。それを考えれば，これから起こる全ての現象に備えられる

ような原発は作れないと思っている。地震という現象は複雑系で決定論的な理
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

解が困難なうえに
、、、、、、、、

，
、
実験で再現することができず
、、、、、、、、、、、、、

，
、
更に発生頻度が著しく低い
、、、、、、、、、、、、

ためデータに乏しいという三重苦にある
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。地震研究が進めば進むほど，地震が，

いつ，どこで，どのくらいの大きさで発生するかを定量的に予測することの難

しさが明らかになってきた」と述懐している 2（以下，引用文中の傍点，省略，

                                            
2 纐纈一起ほか『地震の科学の未来―限界を踏まえた情報発信とは』世界臨時別冊Ｎｏ．８２

６（岩波書店，２０１２，甲Ａ１）。 
 また，この点について，大飯３，４号機一審判決は，「我が国の地震学会においてこのよう

な規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起

こる現象であるから，その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって，

仮設の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。」「（地
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注等は，特に断りのない限り引用者が付したもの）。そうした不確実な科学の基

盤の上に，万全の安全性を確保しなければならないという，原発技術の根本的

危険性の本質を見事に言い当てた発言である。 

 

４ 原発事故被害が他の科学技術の利用に伴う被害とは質的に異なること 

⑴ 特異性①‐不可逆・甚大性 

ア 原発でひとたび重大事故が起こると，その被害がいかに取り返しのつか

ないものであるかは，何よりも福島原発事故が如実に物語っている。 

  ここでは，その被害が他の科学技術の利用に伴う被害と異なることを，

①不可逆・甚大性，②広範囲性，③長期継続性，そして④コミュニティ全

体の破壊，という４つの視点に整理して述べる。 

イ その特異性の第１は，何よりも被害の不可逆・甚大性である。 

  放射線被曝による人体への影響には，大きく分けて，身体的影響（被曝

者本人に現れる影響）と遺伝的影響（被曝者の子孫に現れる影響）とがあ

る。このうち，身体的影響は，その潜伏期間の長さによって，早期影響と

晩発影響とに区別される。 

  身体的影響は，放射線によって体細胞に起こった変化・損傷が原因で発

生する影響であり，発がんリスクの増加などがその典型である。これは，

ＤＮＡ鎖 3の切断（二本鎖切断，単鎖切断）などによって惹き起こされる

ものであり，ＤＮＡ鎖が損傷したまま細胞が生き残れば，身体的影響の発

がんまたは遺伝的影響のリスクとなる。これは基本的に回復不能なもので

                                                                                                                                   
震）の発生頻度は必ずしも高いものではない上に，正確な記録は近時のものに限られることか

らすると，頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。」と，この三重

苦を認めた判断を行っている（甲Ｂ１・４４～４５頁）。 
3 ＤＮＡは二重の塩基情報を持つポリヌクレオチドの鎖からなっているため，単鎖切断であれ

ば酵素のはたらきによりもう一方のＤＮＡ鎖を雛形として正確な修復が可能であるが，二本鎖

切断は修正不能や修正エラーを引き起こす場合があり，細胞死や突然変異（発ガン，遺伝的影

響）の原因となる。 
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あり，子孫に至るまで悪影響を及ぼすものである。 

  放射線による被害は，その意味で，他の科学技術とは比較にならないほ

ど深刻なものである。そして，その不可逆性ゆえに，いったん害を被ると，

それは事後的に金銭によって回復することが不可能なものとなる。 

ウ このような被害の不可逆性・回復不能性こそ，伊方最高裁判決が指摘し

た，あるいは，福島原発事故後の原子力関連法改正によって関連法規の趣

旨とされた原発災害が「万が一にも起こらないようにする」ということの

実質的理由であり，それゆえに司法も含めた事前規制の要請が強く働くの

である。 

 

⑵ 特異性②‐広範囲性 

ア 福島原発事故では，広島型原爆の約１５３発分に相当する大量の放射性

物質が撒き散らされ，約１８００平方㎞(福島県全体の面積の約１３％)に

相当する土地が，従来の法律では一般人の立ち入れない放射線管理区域に

相当する積算線量（年間５ミリシーベルト以上）となった。 

イ しかも，事態はこれで最悪ではなく，更なる最悪シナリオが検討されて

いた 4。 

  この最悪シナリオでは，４号機の使用済核燃料プールにおいて燃料が破

損し放射性物質の放出が起き，続いて他の号機のプールにおいても大量の

放射性物質の放出が起これば，最大で半径１７０ｋｍ以遠にまで強制移転

地域が，半径２５０ｋｍ以遠にまで自主避難地域が広がる可能性すら指摘

されていた。そのような事態が生じなかったのは，幸運にも４号機プール

の燃料破損が起こらなかったからであり，僥倖というほかない。 

ウ 事故当時の福島第一原発所長である吉田昌郎氏の政府事故調に対する供

                                            
4 事故当時の近藤駿介・原子力委員会委員長『福島第一原子力発電所の不測事態シナリオの素

描』（甲Ｂ２） 
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述を記録した「吉田調書」には，現実に起こった事故以上の事故が頭をよ

ぎっていたことが明かされている。 

  吉田氏は，同発電所２号機の原子炉水位が低下し危機的状況となった事

故発生４日目の平成２３年３月１４日夜の印象を「われわれのイメージは
、、、、、、、、、、

東日本壊滅ですよ
、、、、、、、、

。完全に燃料露出しているにもかかわらず，減圧もでき

ない，水も入らないという状態で，私は本当にここだけは一番思い出した

くないところです。ここで何回目かに死んだと，ここで本当に死んだと思
、、、、、、、、、、、

ったんです
、、、、、

」（甲Ａ２・５０頁）と述べている。吉田氏に事故後５か月近く

が経った時点でも「思い出したくない」というほどの戦慄を与えた「東日

本壊滅」の具体的危険が，現実にそこにあったのである。 

エ 最悪シナリオで予測されていた半径１７０ｋｍ，半径２５０ｋｍを本件

に即して言えば，本件原発の半径１７０ｋｍとは，山口県，広島県，愛媛

県，高知県，福岡県及び大分県のほぼ全域が含まれ，島根県，香川県，熊

本県及び宮崎県のほぼ半分が含まれる。半径２５０ｋｍともなれば，四国

のほぼ全域，沖縄県と鹿児島県の南部を除く九州地方のほぼ全域，鳥取県

の東部を除く中国地方のほぼ全域までが含まれることとなる。放射性物質

が偏西風に乗れば，大阪・京都を含む関西圏にも相当の被害が生じる可能

性がある。本件原発が最悪シナリオと同様の事故を起こせば，まさに西日

本壊滅といっても過言ではない状況が起こり得るということである。 

オ さらに，放射性物質は，風や海流に乗って，日本のみならず，地球規模

で大気・海洋を汚染する。そのため，原発の危険を引き受けていない他国

民の人格権をも侵害する危険性もある。２０１６(平成２８）年３月９日高

浜３，４号機大津地裁決定(甲Ｂ３)は，この点について，「（原発事故によ

る）環境破壊の及ぶ範囲は我が国を超えてしまう可能性さえある」と認定

している（４３頁）。 

カ このように，事故被害が極めて広範囲，地球規模にまで及びかねない点
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が，他の科学技術に伴う事故にはない，原発事故の特異性の第２である。 

 

⑶ 特異性③‐長期継続性 

ア 放射性物質の中には半減期が長期間にわたるものも多く，特に，燃料棒

の反応によって生じるプルトニウム２３９は，２万４０００年という極め

て長期間の半減期を持つ。核廃棄物の問題も含め，自己決定のできない将

来世代に対してこのようなリスクや負担を負わせるという意味でも，他の

科学技術とは全く異質なものというべきである。 

イ また，現函館市長・工藤壽樹氏は，函館市が国と電源開発株式会社を被

告として提訴した大間原発無効確認等訴訟の第一回口頭弁論期日において，

「戦争ですら復興することができるが，原発事故は復旧することもでき」

ず，地域そのものが半永久的に消滅することになる旨述べている（甲Ａ３）。 

ウ このように長期間継続して被害が消えない点も，他の科学技術と比較し

た際の原発事故の特異性といえる。 

 

⑷ 特異性④‐全面性 

  さらに，福島原発事故後に次第に明らかになってきた事故被害の特殊性と

して，近年，「地域コミュニティ全体の破壊」「生活基盤維持権の侵害 5」「包

括的生活利益としての平穏生活権侵害 6」ということが主張されている。本

書面では，これを，被害の「全面性」と称することにする。 

  すなわち，原発事故は，単に個人の生命や身体・健康だけでなく，その地

域を全面的に汚染することから，コミュニティや社会的関係性を丸ごと，全

面的に破壊する。これは，当該地域に居住していた者にとっては，それまで

の人生の全て，更にはこれからの生活基盤全ても破壊するに等しい。 

                                            
5 大塚直教授・法学教室 410 号 91 頁「大飯原発運転差止訴訟第１審判決の意義と課題」 
6 淡路剛久教授による理解 
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  農林水産業をはじめ地域の産業は深刻な影響を被り，廃業を余儀なくされ

た者も少なくない。さらに，地域住民が長い時間をかけて築き上げてきた伝

統，地域コミュニティも今や消滅の危機に瀕している 7。 

  大塚直教授は，大飯３，４号機福井地裁一審判決が，「生存を基礎とする

人格権」「生命を守り生活を維持するという人格権」と判示したことを踏ま

え，人格権の中に「生存」「生活」という全面性に関わる要素を取り込んだ

ものとして「生活基盤維持権」という概念を主張している。 

  このように，福島原発事故によって生じた，従来の権利概念では捉えきれ

ない包括的・全面的な被害を直視するならば，原発を他の科学技術と同列に

扱うことが如何に的外れであるかが分かる筈である。 

 

５ 小括 

  以上述べてきたとおり，原発事故は，他の科学技術の利用に伴う事故とは質

的に異なる特殊性を有している。すなわち，原発は，①万が一の際の事故が，

事態の進展とともに収束せずにむしろ拡大していくものであり，②科学技術に

よる知見に限界があり，③事故によって生じる被害が，ⅰ不可逆・甚大性，ⅱ

広範囲性，ⅲ長期継続性，及びⅳ全面性の点で，異質なものなのである。 

  福島原発事故以前の原発訴訟においては，このような事故被害の特殊性が正

しく認識されないまま，原発の安全性について，安易に他の科学技術と同様で

あるかのように判断され，同事故後に原発の差止を認めなかった裁判例も，結

局のところ，「社会通念」という曖昧不明確な基準を用いて，事故被害の特殊性

を直視しないまま判断を行った点に重大な問題がある。 

  しかし，上述のように，原発技術にはそもそも他の科学技術とは質的に異な

るこのような特異性が存在するのであり，他の科学技術と同列に扱うことは許

                                            
7 日本弁護士連合会第５６回人権擁護大会シンポジウム第１分科会基調報告書『放射能による

人権侵害の根絶を目ざして～ヒロシマから考える，福島原発事故と被害の完全救済，そして脱
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されない。原発技術の持つ特殊性・危険性を正しく踏まえ，それに応じた司法

判断の在り方が求められるのである。 

 

第３ 福島原発事故後の原子力関連法規改正の趣旨 

１ 国会事故調の報告と原子力関連法制の見直しの必要性 

⑴  国会事故調が指摘する従来の規制の根本的問題点 

  国会事故調報告書（甲Ｂ４）は，深刻な災害が万が一にも起こらないよう

原子力事業者を規制すべきであったところの我が国の規制当局が，その実，

事業者の「虜」となっており，福島原発事故は，その結果招来された「人災」

である旨厳しく指摘し，原子力法規の在り方について猛省を促した。同報告

書は，「原子力法規制の抜本的見直しの必要性」ついて，以下のように述べて

いる。 

  「本事故では，原子力法規制を抜本的に見直す必要があることが明らかと

なった。日本の原子力法規制は，本来であれば，日本のみならず諸外国の事

故に基づく教訓，世界における関係法規・安全基準の動向や最新の技術的知

見等が検討され，これらを適切に反映した改定が行われるべきであった。し

かし，その改定においては，実際に発生した事故のみを踏まえて，対症療法

的，パッチワーク的対応が重ねられてきた。その結果，予測可能なリスクで

あっても過去に顕在化していなければ対策が講じられず，常に想定外のリス

クにさらされることとなった。また，諸外国における事故や安全への取り組

み等を真摯に受け止めて法規制を見直す姿勢にも欠けており，日本の原子力

法規制は安全を志向する諸外国の法規制に遅れた陳腐化したものとなった。」

（５３１頁） 

 

⑵ 国会事故調による具体的提言と法改正 

                                                                                                                                   
原発へ～』（甲Ａ４） 
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  このような福島原発事故以前の規制の状況を踏まえて，国会事故調は，そ

の報告書の中で，以下のような具体的提言を行っている。 

・「国民の生命・身体の安全」を中核に据えた法体系の再構築（５３６頁） 

・深層防護の確保，特に防災対策と安全規制の連携の必要性（５３６頁） 

・安全審査指針類の適正化，明確化の必要性（５３７頁） 

  このような報告を踏まえて，種々の原子力関連法規の改正等がなされたの

であり，この国会事故調報告書の問題意識や報告・提言内容は，極めて重要

な立法事実といえる。 

 

２ 原子力規制委員会設置法制定をはじめとする関連法規の趣旨 

⑴ 福島原発事故後の法改正 

  このような立法事実を前提として，２０１２(平成２４)年６月２０日，原

子力規制委員会設置法（以下「設置法」という）が成立した。規制委の設置

に伴い，それまでの原子力安全委員会と原子力安全・保安院は廃止され，規

制を強化するための一元化が図られた。これと同時に原子力基本法，原子炉

等規制法等が改正され，原発の安全の強化が図られることとなった。 

 

⑵ 法律の規定及び趣旨 

  設置法は，その目的について，「原子力利用における事故の発生を常に想定
、、、、、、、、、、

し，その防止に最善かつ最大の努力をしなければならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という認識に立っ

て，確立された国際的な基準を踏まえて
、、、、、、、、、、、、、、、、

原子力利用における安全の確保を図

るため必要な施策を策定し，又は実施する事務…（略）…を一元的につかさ

どるとともに，その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で

独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し，もって国民の生命，健
、、、、、、、

康及び財産の保護，環境の保全
、、、、、、、、、、、、、、

並びに我が国の安全保障に資することを目的

とする」と定めている（同法１条）。 
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  また，この設置法改正の趣旨に関連して，原子力の研究開発，利用の促進

を目的とする(同法１条)原子力基本法（以下「原基法」という）においても，

原子力利用の基本方針の柱とされている「安全の確保」（２条１項）について，

「確立された国際的な基準を
、、、、、、、、、、、、

踏まえ，国民の生命，健康及び財産の保護，環
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

境の保全
、、、、

並びに我が国の安全保障に資することを目的として，行うものとす

る。」(２条２項)との条項が追加された。 

  これは，設置法の目的とも相俟って，原基法のみならず，原子力関連法規

全体にかかわる重要な規定といえ，ひいては，原発の安全性を考えるうえで

極めて重要な規定といえる。 

 

⑶ 国会審議経過や決議に照らせば，法の趣旨は明らかであること 

ア これら一連の法改正の趣旨は，国民の安全を最優先に原子力の利用を行

う点にあり，そこでいう「安全」とは，「福島原発事故のような深刻な災害

を万が一にも起こさないようにする」という点にあることは明白である。 

  このことは，２０１２(平成２４)年５月２９日の第１８０回国会衆議院

会議録(第２２号。甲Ａ５)や，衆議院環境委員会における決議文たる「原

子力規制委員会設置等に関する件」（甲Ａ６）及び参議院における決議文た

る「原子力規制委員会設置法案に対する附帯決議」（甲Ａ７）などからも明

らかである。 

イ 例えば，衆議院環境委員会決議文第１項では，「本法律が，『国民の生命，

健康及び財産の保護，環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること』

を目的としていることに鑑み，原子力規制行政に当たっては，推進側の論
、、、、、

理に影響されることなく，国民の安全を第一として行うこと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

」という決議

がされており，推進の論理とは独立して，安全を第一に原子力規制行政が

行われなければならないことを述べている（甲Ａ６）。 

ウ また，参議院附帯決議第１８項には，「原子力発電所の再起動については，
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『事故の発生を常に想定し，その防止に最善かつ最大の努力をしなければ

ならない』との目的に照らし，万が一の重大事故発生時への対応策も含め，

ストレステストや四大臣会合による安全性の判断基準などの妥当性に関し

て，原子力規制委員会において十分に検証した上で，その手続を進めるこ

と。」とされ（甲Ａ７），万が一の重大事故発生時への対応も含めて安全性

を考えることが決議されている。 

エ さらに，２０１２(平成２４)年５月２９日の第１８０回国会衆議院本会

議(第２２号)においては，次のような趣旨説明，答弁がなされている 8。 

 

●細野豪志国務大臣 

 「国際原子力機関に提出した日本政府報告書においても，今回の事故か

ら得られる教訓を踏まえ，原子力安全対策を根本的に見直すことが不可
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

避
、
であるとしているところであります。」（１頁） 

●設置法案(議員提出安)提出者代表塩崎恭久 

 「我が国の原子力規制体制について議論する本通常国会において政治が

果たすべき責任は，今回の事故の深い反省に立ち，原点に立ち返って真

摯な議論を行い，二度とこのような事故を起こさない，確固たる規制体
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

制を構築する
、、、、、、

ことにあります。」（２頁） 

●内閣総理大臣野田佳彦 

 「二度とこのような事故を起こさないため
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

には，放射線から人と環境を

守るとの理念のもとで，組織と制度の抜本的な改革を行うことが必要で

す。」（５頁） 

 

  このように，設置法制定の際の審議経過に照らしても，設置法をはじめ

とする福島原発事故後の原子力関連法規改正が，同事故のような深刻な災
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害を万が一にも起こさないようにするために規制行政を根本的に見直すと

いう趣旨で行われたことは明らかであり，この法改正の趣旨は，原子力関

連法規の法解釈，ひいては，原発の安全性に関する解釈において，常に参

照されなければならない規範であるといわなければならない。 

 

第４ 司法判断の在り方に関する基本的な視点と事故以前の判断枠組 

１ 基本的な視点 

⑴ 福島原発事故のような深刻な災害が万が一にも起こらないような判断枠組 

  第２で述べたとおり，福島原発事故によって，原発事故がいかに多くの人

権を侵害するか，我が国の存立そのものにも影響を及ぼしかねないような広

範囲に，長期間継続して，不可逆的かつ全面的な被害を惹き起こすのかとい

うことが明白となった。司法が人権の砦としての職責を果たすためには，仮

に，福島原発事故以前に同原発に対する差止訴訟が提起された場合に，差止

めが認められないような判断枠組みは採用されてはならない，ということが

必須である。早稲田大学法科大学院の大塚直教授も「福島原発事故直前に差

止請求がなされたと仮定した場合，そこで差止めが命じられないような判断

枠組みは維持されるべきではない」と述べている（前掲「法学教室」４１０

号９４頁）。 

 

⑵ 抽象的なレトリックによる誤魔化しに陥ってはならない 

  これまで差止めを退けてきた裁判例は，抽象的には，原発についてあたか

も厳格な安全を求めるかのように装いつつ，実際には「よほどのことがない

限り差止めを認めない」という非論理的な構造をとってきた。その主たる原

因は，「具体的危険」なのか「抽象的危険」なのか，「絶対的安全」なのか「相

対的安全」なのか，「社会通念上無視し得るのか」といった極めて抽象的な概

                                                                                                                                   
8 平成２４年５月２９日付官報号外（甲Ａ５） 
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念を，具体的な内容に踏み込まないまま，観念的に用いてきたところにある。

そのため，判断者によって結論が大きく変わりかねないような判断がなされ

てきた。そうではなく，実際に起こった福島原発事故被害という立法事実に

即して，また，同様の事故，深刻な災害が万が一にも起こってはならない，

という原子力関連法規改正の趣旨に立脚して，より具体的な判断基準を定立

するのでなければ，司法は「判断が区々」との誹りを受け続けることになる。 

 

⑶ 科学的な正しさを判断する必要はなく 9，積極的な判断がなされるべき 

ア 科学の不確実性 

  自然科学とは，価値にとらわれない裸の眼でありのままの自然を眺めて

得られた観察データから，帰納によって造られた知識体系であるため，確

実性，普遍性及び客観性を獲得していると一般には考えられている 10。し

かし，現在ではこのような古典的な科学観は必ずしも支持されていない。 

  例えば，米国連邦司法センターのＲｅｆｅｒｅｎｃｅ Ｍａｎｕａｌ 

ｏｎ Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｅｖｉｄｅｎｃｅ11には，「価値にとらわれ

ない裸の眼でありのままの自然を観察する」という点に対し，「何が観察に

値し，何が値しないのか選択することについて，何らかの理由付けを抜き

にして，自然を観察することは不可能である。」とする。つまり，観察に先
、、、、

立って
、、、

，
、
観察することの意義・重要性に関する価値判断が
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

観察者によって
、、、、、、、

すでに
、、、

行われている
、、、、、、

ということである。現代の科学論が明らかにする科学

の営みは，日本の裁判官が期待するような，専門的な背景知識を共有すれ

ば専門家の誰もが意見の一致を見るような中立で確かなものではないので

                                            
9 この項について甲Ｂ５・日弁連『北の大地から考える放射能汚染のない未来へ』第１章第３

節・第４節を参照している。 
10 村上陽一郎『新しい科学論』講談社，１９７９年。 
11 司法関係者に向けて書かれた科学的証拠に関する手引書。同書の“Ｈｏｗ ｓｃｉｅｎｃｅ 

ｗｏｒｋｓ”（「科学の仕組み」）と題する章は，「科学的」であるとは何かという問いに向か

い合わざるを得ない裁判官に対し，科学という営みについて解説している。 
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ある。 

 

イ 科学技術の社会化とトランス・サイエンス 

  こうした原理的な問題のほか，現代の科学には，「科学技術の社会化」12

と呼ばれる現象が存在する。科学及びこれを利用した技術の発展により，

従来のような純粋な科学の領域と純粋な政治の領域の区別は曖昧となり，

両者の交錯する領域が大きくなった 13。その結果，「科学に問うことはでき

るが，科学によって答えることのできない問題群からなる領域」（いわゆる

「トランス・サイエンス」）が出現した。 

  原発の問題に即していえば，運転中の原発について，①どのようなリス

クがあり得るのかというリスク調査，及び，②調査に基づいてリスクがど

の程度か算出するという意味でのリスク評価については，自然科学的領域

の問題であり，自然科学の専門家は，これらについていくつかの提示を行

うことができる。しかし，③②で評価されたリスクを安全とみるか危険と

みるかという意味でのリスク評価については，結局のところ，社会がその

リスクを受け入れることができるかという問題であり，社会学的判断や哲

学的判断，そして法的判断が妥当する領域といえる（以下，この領域を「社

会科学的領域」という）。 

 

ウ 科学技術の不確実性と裁判 

(ｱ) このようなトランス・サイエンスを踏まえると，裁判所の役割が整理

されるように思われる。 

  すなわち，社会科学的領域については，自然科学の専門家の判断が尊

重されるべき領域にはないため，裁判所が，「社会による受容性」の意味

                                            
12 自然の仕組みの解明から，人工物の製作という役割へ変容しているなどとも指摘される。 
13 小林傳司『トランス・サイエンスの時代‐科学技術と社会をつなぐ』（ＮＴＴ出版，２００７
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内容を法的な観点から検討し，その意味内容を明らかにしたうえで，積

極的に判断をすることが求められる。 

(ｲ) なお，社会科学的領域については，例えば原子炉等規制法が，設置許

可の要件として，「災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員

会で定める規則に適合すること」と抽象的な規定となっていることから

すれば，行政庁に一定の裁量を委ねていることは否定できない。 

  しかし，原発の安全が確保されない場合には，極めて多くの人々の生

命や身体といった重大な権利が侵害されるのであり，行政庁の広汎な裁

量によってこのような重大な権利侵害が許容されると解することはでき

ない。それはあくまでも「災害の防止上支障がない」という限度での裁

量であり，原子力関連法規の改正の趣旨が，深刻な災害が万が一にも起

こらないようにするという点にあることに照らしても，「社会通念」ある

いは「社会による受容性」が，原発の安全性を緩やかに解してよいとす

る根拠はなく，むしろ，その裁量については極めて限定的に解すること

が法律上も要求されているとみるべきである。 

(ｳ) また，社会科学的領域において「社会による受容性」が問題になると

しても，社会が原発のリスクを受け入れられるかという判断を正しく行

うための必要条件として，自然科学的領域における徹底したリスク調査

と，その結果に関する情報公開の徹底が前提となる。 

  リスク調査に不備があり，適切な情報公開がされない場合には，社会

がリスクを受け入れるかどうかを判断する前提を欠くのであるから，裁

判所は，自然科学的領域に関する部分についても過誤・欠落がないか，

最善かつ最大の努力がされたかどうかについて，厳しくチェックしなけ

ればならない筈である。 

(ｴ) もっとも，自然科学的領域に関しては，そこで用いられる専門技術的

                                                                                                                                   
年） 
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知見の是非や正しさを裁判所が判断しなければならないとすると，裁判

所による判断の限界という問題が生じる。従来，この観点から，行政庁

の専門技術的裁量が指摘されていたところであるが，上述したとおり，

原発の安全性に関しては，自然科学的領域についても裁判所が積極的に

判断に踏み込まなければ，「社会による受容性」の判断もできなくなるこ

とから，これをどのように調整するのかが問題となる。 

  この点について，次のように考えることでこの問題を克服できる。 

  すなわち，裁判所は，「福島原発事故のような深刻な災害が二度と起こ

らないようにする」という法の趣旨に照らして行政庁や事業者の判断に

不合理な点がないかという視点で判断をするが，その際，行政庁や事業

者が，単に通説的な見解に従って判断を行っただけでは不十分であり，

通説とは言えないが合理性を有する知見が存在する場合には，それを考

慮したことを，考え方の道筋が分かるように行政庁や事業者が主張・立

証しなければならないというべきである。 

  これは債権者らの独自の考えではなく，ドイツにおける判例理論と軌

を一にする考え方である。すなわち，ドイツ連邦行政裁判所の第三次ミ

ュルハイム・ケルリッヒ判決 14は，リスク調査において，「現在の知見か

ら肯定も否定もできない実践理性では排除できないリスクも考慮しなけ

ればならず，「考慮しなければならない」というのは「考慮しさえすれば

よい」というのでは足りない，と判断している。 

  そして，「地震の揺れに対するリスク調査にあたって，規範となるのは

原子力技術委員会基準である。しかし，この基準から自動的に申請場所

の地震リスクが計算されるものではなく，それを適用するにあたって，

申請場所の過去の地震や地質の調査および（数値の）確定が必要になる。

                                            
14 赤間聡『行政の判断過程における過誤欠落に関する一考察‐ヴィール判決以降，第一，第三

ミュルハイム・ケルリッヒ判決及びもんじゅ判決を題材に‐』高知論叢（社会科学）108 号，
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このためには十分な調査が行われなければならない。この点，確かに行

政は調査を行ったが，調査結果である地震強度は不確定な幅を有するも

のであった。…（略）…にもかかわらず，行政はこれら不確実性をどの

ように処理したかを不明にして，地震強度及び表面最大加速度の確定に

至った。行政は自己の安全性判断を正当化しなければならず
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
そのため
、、、、

にデータが示され
、、、、、、、、

，
、
かつ評価されなければならない
、、、、、、、、、、、、、、

。しかし，当該事例
、、、、

ではこの過程を追うことはできない
、、、、、、、、、、、、、、、、

。ここに調査欠落がある
、、、、、、、、、、

。」と判断さ

れているのである。 

  このように，深刻な災害が万が一にも起こってはならない原発の安全

性審査にあっては，行政庁や事業者は，自身の安全性判断を正当化する

責任があり(後述するように，事実上の立証の負担は行政庁や事業者側が

負う），その思考過程を裁判所が追跡できるように主張が展開されなけれ

ばならない。そのうえで，本来であれば考慮すべき相応の合理性を持つ

知見について，実際に考慮がされているか否かを裁判所がチェックし，

考慮がされていないのであれば，行政庁や事業者の判断は恣意的なもの

であって，恣意的な判断に基づいて設置・運転される原発は安全性を欠

く，とされるべきなのである。 

  特に福島原発事故によってその被害の余りの甚大さが明白になった今

日，「科学技術」「専門技術的裁量」という名の下に，司法判断が躊躇さ

れるようなことがあってはならない。裁判所の積極的な判断が求められ

ているのである。 

 

２ 従来の民事差止訴訟における判断枠組 

  さて，次節からは，従来の差止訴訟における判断枠組みについて検討してい

くが，それに当たって，冒頭で述べたように，①原発に求められる安全性はど

                                                                                                                                   
2013，11。甲Ａ８。 
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の程度のものなのかという問題と，②立証の負担をどう分配すべきかという問

題を分けて考えることが有益である。そして，従来(ここでは，福島原発事故以

前を指す）の差止訴訟においては，細かなバリエイションの違いはあるものの，

一般的に，次のような判断枠組みが用いられてきた。 

 

① 原発に求められる安全性について 

  「原子炉施設に求められる安全性とは，…（略）…放射性物質の放出を可

及的に少なくし，これによる災害発生の危険性をいかなる場合においても，

社会観念上無視し得る程度に小さいものに保つこと
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

にあると解すべきであ

る」（女川一審判決） 

 

② 立証の負担について 

  「当該原子力発電所の安全性に欠けるところがあって，被控訴人ら(注…住

民側)の生命，身体，健康が現に侵害されているか又は侵害される具体的危険

があることについての主張立証責任は，人格権に基づく差止訴訟の一般原則

どおり，本来，被控訴人らが負うものと解するのが相当である。」 

「…（略）…原子炉の安全性については，控訴人（注…事業者）の側において，

まず
、、

，
、
その安全性に欠ける点のないことについて
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
相当の根拠を示し
、、、、、、、、

，
、
かつ
、、

，
、

必要な資料を提出した上で主張立証する必要
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

があり，控訴人がこの主張立証

を尽くさない場合には，本件原子炉に安全性に欠ける点があり，その周辺に

居住する住民の生命，身体，健康が現に侵害され，又は侵害される具体的危

険があることが事実上推認されるというべきである。そして，控訴人におい

て，本件原子炉の安全性について前記説示の主張立証を尽くした場合には，

本来主張立証責任を負う被控訴人らにおいて，本件原子炉に安全性に欠ける
、、、、、、、、、、、、、

点があり
、、、、

，
、
被控訴人らの生命
、、、、、、、、

，
、
身体
、、

，
、
健康が現に侵害され
、、、、、、、、、

，
、
又は侵害される
、、、、、、、

具体的危険があることについて
、、、、、、、、、、、、、、

，
、
その主張立証責任に適った主張立証を行わ
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
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なければならない
、、、、、、、、

とするのが相当である」（志賀２号機控訴審判決） 

 

  以下，前記１で述べた基本的な視点を踏まえつつ，第５において原発に求め

られる安全性について，第６において，立証負担の分配について従来の裁判例

の問題点とあるべき考え方を述べることとする。 

 

第５ 原発に求められる安全性‐「社会による受容性」の具体的内容 

１ はじめに 

  前記第４の２で述べたとおり，原発に求められる安全性については，従来，

その危険が「社会観念上無視し得る程度に小さいものに保つこと」にあるとさ

れてきた。 

  この考え方は，福島原発事故後も，原発の再稼働を認める場合には必ず用い

られてきたのに対し，再稼働を認めない判断では用いられていない，という特

徴が存する。第４の１⑶でも述べたとおり，社会科学的領域については，最終

的には社会が原発のリスクを受容できるのか，という問題に帰着するのであり，

その限りにおいて，「社会通念」が基準となるということ自体は債権者らも積極

的に争うものではない。 

  しかし，これまで「社会通念」という語を用いた裁判がすべて住民側の敗訴

で終わり，これを用いず，安全性の中身に具体的に踏み込んだ裁判が住民側を

勝訴させてきたことからも明らかなように，「社会通念」という用語はその内容

が極めて曖昧不明確で，恣意的に解釈される危険の極めて大きな文言であり，

現実に，この「社会通念」という文言は極めて恣意的に利用されてきた。従来

の裁判例がいう「社会通念」とは，実質的には，単に行政庁や原発設置・運転

事業者の主張，安全神話を無批判に受け入れ，安全を極めて緩やかに解し，司

法が安全神話に加担する主要な要因になったのである。 

  債権者らとしては，このような「社会通念」という文言の不当性を踏まえ，
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これに代わるものとして，「社会による受容性」という用語を用いる。しかし，

重要なのは，用語の問題ではなく，社会がどの程度のリスクであれば受容でき

ると考えているのか，その内容を具体的事実に即しながら検討し，できる限り

恣意的にならない規範を定立することである。 

  以下においては，まず，第２項において，「社会による受容性」の判断基準を

示し，第３項ないし第８項において，その判断要素である，法律の規定や趣旨，

原発事故被害の深刻性，世論の動向及び従前からの規制の経緯その他の事情に

ついて述べる。 

 

２ 「社会による受容性」の判断基準 

  そして，「社会通念」「社会による受容性」の具体的内容は，福島原発事故の

後の原子力関連法規の規定の内容とその趣旨を踏まえつつも，それだけに拠る

ことなく，同事故によって示された原発事故被害の特殊性（第２で述べた不可

逆・甚大性，広範囲性，長期継続性及び全面性），福島原発事故後に判明した原

発に公益性がない事実（原発がなくても電力供給に支障がない事実），原発を推

進しようとしている電力会社，規制官庁及び政治家等に対する抜きがたい不信

感，世論調査に現れている市民の意思，規制体制の変化などの諸般の事情を総

合考慮して，裁判所によって探求されるべきものである。 

 

３ 原子力関連法規改正後の規定の内容と趣旨 

⑴  福島原発事故のような深刻な事故を二度と起こさないようにすること 

  第３で述べたとおり，福島原発事故後，その事故被害の甚大さと反省を立

法事実として，設置法が制定され，原子力基本法及び原子炉等規制法が改正

されるなど，原子力関連法規が根本的見直しを迫られた。 

  その改正の趣旨は，国会での審議を見れば明らかなように，「福島原発事故

のような深刻な被害を二度と起こさないようにする」ということである。 
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⑵  事故防止のため最善かつ最大の努力をすること 

  そして，設置法がその目的規定において「原子力利用における事故の発生
、、、、、

を常に想定し，その防止に最善かつ最大の努力をしなければならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という

認識に立」つとしたことからすれば(同法１条)，規制委員会の裁量も大幅に

限定される趣旨と解される。 

  すなわち，「最善」とは，一般に「行うことができる範囲の中で最もよいこ

と」とされており，「最大」とは，「最も大きいこと」とされている（Ｗｅｂ

ｌｉｏ辞書）。この語義を素直に解釈すれば，想像できること，対策し得るこ

とについては全て行わなければ「最善かつ最大の努力」とはいえないのであ

り，例えば，住民らが指摘する，原発の安全性に疑問を投げかけるそれなり

に合理的な科学的見解があるとすれば，これを無視して考慮しない，という

ことは，「最善かつ最大の努力」を怠ったものと解されることとなる。 

 

⑶ 確立された国際的な基準を踏まえること 

  また，設置法１条や原基法２条２項によれば，原発の安全の確保に関して

は，「確立された国際的な基準を踏まえ」るべきことが新たに規定された。 

  そうである以上，確立された国際的な基準を踏まえることが「社会による

受容性」を判断するにあたって重要な要素であり，少なくとも，これを踏ま

えていない場合には，原発のリスクを社会が受容することはできないことが

法律によって明確になったとみるべきである。 

 

⑷ 川内原発福岡高裁宮崎支部決定の不当性 

ア 決定における「社会通念」 

  この点に関し，川内原発福岡高裁宮崎支部決定は，福島原発事故後の裁

判例でありながら，上記のような法律の解釈を誤り，独自の「社会通念」

http://www.weblio.jp/content/%E7%AF%84%E5%9B%B2
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論を持ち出し，しかもそれを極めて恣意的に解釈して原発の再稼働を是認

する判断を行った。 

  すなわち，同決定は，一応福島原発事故後の原子力関連法規制の趣旨を

検討しているものの（６２～６５頁），そこでは，特段の根拠が示されるこ

となく，「最新の科学的技術的知見を踏まえて合理的に推測される規模の
、、、、、、、、、、、、

自然災害
、、、、

」だけを想定して「安全性の確保」がされることしか求められて

いないかのように曲解され（６４頁），それが社会通念であるかのような認

定がされている。 

  要するに，最新の知見で合理的に想定できるものについてだけ対策すれ

ばよい，それが社会通念である，という判断である。 

 

イ 同決定は原子力関連法規の規定・趣旨に反すること 

  しかし，福島原発事故で明らかになったのは，地震や火山をはじめとす

る自然科学については不確実性が大きく，常に「想定外」の巨大な災害が

起こり得る，ということであった筈である。だからこそ，原子力規制委員

会設置法では，「事故の発生を常に想定し」（同法１条）との文言が用いら

れているのであり，「常に」想定しなくてはならないのであるから，「想定

できるものだけすれば，それ以外の事故は想定しなくてよい」とは到底解

せない。 

  この決定と好対照の認定をしているのが高浜３，４号機福井地裁決定で

ある。 

  同決定は，基準地震動の問題について「債務者(関西電力)は，当該原発

敷地に過去に到来した地震と既に判明している要因だけを考慮の対象とし，

ほぼ確実に想定できる事象に絞って対処することが，危険性を厳密に評価
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

するもので，そうすることが科学的であるとの発想に立っている
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

。その結

果，債務者は他の原発で実際に発生した地震についてさえ，これを軽視す
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るという不合理な主張を繰り返している」と，関西電力の考えの不十分性

を強く非難しているのである（福井地裁決定２４頁）。 

  川内原発福岡高裁宮崎支部決定は，法改正の趣旨が「福島原発事故の深

い反省に立ち，その教訓をいかしてそのような事故を二度と起こさないよ

うにする」という点にあることを認めていながら（６３頁），上述した「合

理的に推測される規模の自然災害」だけを考慮すればよい，というのが法

の趣旨であるとする。 

  しかし，福島原発事故の教訓とは，想定外は常に起こり得る，というこ

とではなかったのか。だからこそ，原子力規制委員会設置法で「原子力利

用における事故の発生を常に想定し，その防止に最善かつ最大の努力をし
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

なければならない
、、、、、、、、

という認識に立って」安全確保を図るとされたのではな

いのか。諸外国，例えばドイツにおいても，確実に推測される危険への対

応にとどまらず，「単なる観念的な考察や計算に基づく保護措置をも考察
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

対象
、、

としなければならない」とされている（ドイツ連邦行政裁判所ヴィー

ル判決。１９８５・ＢＶｅｒｗＧＥ７２．３００.）。不確実性が大きいか

らこそ，それを無視して確実な想定のみに限定したのでは，「事故を二度と

起こさない」とは到底言えない。そうではなく，不確実ではあるが一定の

合理性をもって推測される事態にも安全側に対応することが求められるの

である。諸外国でなされていることもしないで，「最善かつ最大の努力」を

したといえる筈がない。そのような解釈が法の趣旨に反することは明白で

ある。 

  このように，川内原発福岡高裁宮崎支部決定は，法の解釈それ自体を決

定的に誤っている。 

 

ウ 火山問題における恣意的判断 

  同決定の「社会通念」概念の恣意的かつ不当な使い方は，火山問題にお
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いてその極に達している。 

  同決定は，新規制基準の一部である「原子力発電所の火山影響評価ガイ

ド」（平成２５年６月１９日原規技発第１３０６１９１０号原子力規制委

員会決定，以下「火山ガイド」という。）の定めについて，検討対象火山の

噴火の時期及び規模が相当前の時点で的確に予測できることを前提とする

ものであるが（２１７頁），現在の科学的技術的知見をもってしても，原発

の運用期間中に検討対象火山が噴火する可能性やその時期及び規模を的確

に予測することは困難であるとして，火山ガイドの内容が不合理であるこ

とを認めた（２１８頁）。 

  しかるに，「原子炉等規制法は，最新の科学的技術的予見を踏まえて合理

的に予測される規模の自然災害を想定した発電用原子炉施設の安全性の確

保を求めるもの」であり，上記の「合理的予測を超えた水準での絶対的な

安全性に準じる安全性の確保を求めることが社会通念になっているという

こともでき」ないとし（２２０頁），約１万年に１回程度とされているＶＥ

Ｉ７以上の破局的噴火については，その発生の可能性が相応の根拠をもっ

て示されない限り，この種の危険性（リスク）については無視し得るもの

として容認するのが社会通念であると決めつけたのである（２２２頁）。 

  同決定が上記判断の根拠としているのが，「その影響が著しく重大かつ

深刻なものではあるが極めて低頻度で少なくとも歴史時代において経験し

たことがないような規模及び態様の自然災害の危険性（リスク）について」

は，「建築規制を始めとして安全確保の上で考慮されていない」という事実

である。建築規制と原発規制を同視するこの説示には唖然とせざるを得な

い。万が一被害を受けても，その後比較的早期に復興に向けて歩むことが

できる居宅やビルの建築には低頻度の破局的噴火を考慮することは求めな

くても，半永久的に帰還・復興を困難にし，我が国を滅ぼす危険すらある

（近藤駿介原子力委員会委員長の「最悪のシナリオ」を想起されたい）原
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発の建設が建築規制と同様であるなどということは，社会通念どころか，

前述した原子力関連法規改正の趣旨を全く無視した一裁判官の独自の見解

でしかない。 

  むしろ，前述したとおり，「社会による受容性」を認めるためには，少な

くとも確立された国際的な基準を踏まえていなければならない，というの

が正しい法解釈である。 

  そして，火山についての確立した国際的な基準は「ＩＡＥＡ火山評価ガ

イド」であるが，そこでは火山事象について年間超過確率１０－７以下が推

奨されている。つまり１０００万炉年に一度の確率の事象にも対応するこ

とを求めているのである。 

  火山ガイドでは，原発に影響を及ぼし得る火山として，第四紀（２５８

万年前から今日まで）に活動した火山を抽出した上，完新世（約１万年前

から今日まで）に活動を行った火山は，将来の活動可能性のある火山とし

て，原発の運用期間中の火山活動の可能性の評価を行う旨を定めているの

だから，１万年に１回程度の噴火についても対応することを求めているこ

とは明らかである。しかるに，同決定は，ここでは，法の要請である「確

立された国際的な基準」も原発規制の在り方も完全に無視し，全く次元の

異なる建築規制だけを根拠に，社会通念は，破局的噴火を考慮することを

求めていないと結論付けているのである。まことに不当かつ恣意的な判断

であり，論理的にも破綻しているというほかはない。 

 

エ 「歴史時代」という意味不明な判断 

  なお，この点を地震についてみれば，福島原発事故前は，「耐震設計上考

慮する活断層」は「後期更新世(１２～１３万年前)以降の活動が否定でき

ないもの」とされていた（発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針（平

成１８年９月１９日原子力安全委員会決定）５(2)ⅰ）が，新規制基準では，
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これを維持しながら，一定の場合は，中期更新世（約４０万年前以降）ま

でさかのぼって検討することとされた【設置許可基準解釈（別記１）第３

条３】。日本の国土には多数の活断層があるが，一般に内陸活断層の活動頻

度は数百年から数千年に一回であるとされており，歴史時代に活動した記

録がないものなど枚挙にいとまがない。それでも，上記定義（１２～１３

万年前以降の活動が否定できない）に当てはまる活断層については，どの

原子力事業者もその活動のリスクを考慮しており，いわゆる「原子力ムラ」

の学者も含め，このリスクを考慮しなくてもよいなどと主張する者は存在

しない。川内原発福岡高裁宮崎支部決定の判断は，法にもどこにも根拠の

ない「歴史時代」などというものを勝手に恣意的に設定するものであり，

それがいかに独自で特異であるかは明らかである。 

 

オ 住民側に不可能を強いる論理展開 

  もう一つ，同決定の論理破綻を指摘する。同決定は，「現在の科学的知見

をもってしても，原子力発電所の運用期間中に検討対象火山が噴火する可

能性やその時期及び規模を的確に予測することは困難である」（２１８頁）

とした上で，しかし，低頻度の破局的噴火については，これを考慮すべき

との社会通念がないから，「その発生の可能性が相応の根拠をもって示さ

れない限り，発電用原子炉施設の安全性確保の上で，自然災害として想定

しなくても，当該発電用原子炉施設が客観的にみて安全性に欠けるところ

があるということはできない」とする（２２３頁）。自ら，噴火する可能性

等を的確に予測することは困難であると認めながら，その可能性を相応の

根拠をもって示すことを債権者住民側に求めているのである。そして，債

権者が主張した事実，すなわち，①姶良カルデラにおいては既に地下浅所

に相当量のマグマが蓄積されていること，②近い将来ＶＥＩ４，５クラス

の噴火が発生する可能性が小さくないこと，③そのような噴火がカルデラ
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噴火に発展する可能性を排除することができないこと，を認めながら，そ

れだけでは「本件原子炉施設の運用期間中に破局的噴火が発生する可能性

が相応の根拠をもって示されているということはできない」と断じ，その

裏付けとして，中田節也東京大学地震研究所教授が「この４，５０年の間

に本件原子炉施設の敷地に火砕流が確実に到達すると思っている火山研究

者はほとんどいないと思う。」とした論文をあげている。（２３０頁） 

  この論理展開をどう理解すればいいのか。同決定は，そもそも，原子力

発電所の運用期間中に検討対象火山が噴火する可能性やその時期及び規模

を的確に予測することは困難であることを前提にしている。それでありな

がら，債権者側に噴火する可能性を相応の根拠をもって示すことを求める

こと自体が背理であるが，それでも，債権者が上記①～③の事実を立証し

たのであるから，その発生の可能性が相応の根拠をもって示されたと評価

するに十分ではないのか。これでは十分ではないという同決定は，結局，

この４，５０年の間に川内原発敷地に火砕流が「確実に」到達することの

立証を求めているとしか解釈しようがない。 

  中田教授の論文は当然のことを述べている。予測困難な火山の噴火予測

において，この４，５０年の間に，川内原発敷地に火砕流が「確実に」到

達するなどと発言する学者がいるはずがない。裁判所は，債権者に対し，

自らが不可能だとした立証を求めているのである。 

  これでは，この決定を受け取った市民は，裁判所には，結論が先にあり，

なりふり構わず，論理の整合性を投げ打って抗告棄却の結論を出したと受

け止めるのは当然である。 

 

４ 福島原発事故によって示された原発事故被害の特殊性 

  「社会による受容性」の内容を明確化するためには，前項で述べた原子力関

連法規の規定や趣旨を踏まえることは当然であるが，それだけにとどまらず，
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重要な立法事実である福島原発事故被害そのもの，そこから得られる教訓を十

分に踏まえることが求められる。 

  そして，第２で述べたとおり，福島原発事故において明らかになったのは，

原発災害は，その被害の①不可逆・甚大性，②広範囲性，③長期継続性，及び

④全面性という点で，他の科学技術の利用に伴う災害とは根本的に，質的に異

なるものであるということであった。この質的な違いを考慮することなく，漫

然と，他の科学技術と同様であるかのように判断することは，社会が原発リス

クを受け入れるかどうかの判断を正しく行ったものということはできず，「社

会による受容性」判断を誤ったものと解さざるを得ない。 

  福島原発事故後に原発再稼働を認めた高浜３，４号機福井地裁異議審決定，

川内原発鹿児島地裁決定及び川内原発福岡高裁宮崎支部決定は，いずれも福島

原発事故被害を直視せず，原発を他の科学技術と変わりないものであるかのよ

うに考えて「社会による受容性」の程度を低く捉えたものであり（その象徴が

「社会通念」という用語である），妥当ではない。 

  このことは，前述した川内原発福岡高裁宮崎支部決定において，原発の建設

も建築規制と異なるところはない，というあまりにも非常識な判断に端的に見

ることができる。 

 

５ 原発に公益性が乏しい事実 

⑴ 原発がなくても電気の安定供給に支障はなかったこと 

  福島原発事故後，バックフィット制度が導入され，日本全国の原発は，規

制委員会が新たに設置する新規制基準に適合すると認められなければ，稼働

することができなくなった。同事故後，一部，大飯原発３，４号機が平成２

４年７月から平成２５年９月まで稼働したほか，川内原発の平成２７年８月

以降の再稼働まで，我が国は，４年近く，原発による発電を行わなくても電

力を賄うことができた。 
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  それまで，原発は電気の安定的な供給のために必要不可欠であるかのよう

に言われてきたが，必ずしも原発がなくても電気の安定供給に支障がないこ

とが分かったのであるから，原発には公益性が乏しいと言わざるを得ない。 

 

⑵ 女川原発控訴審判決 

  なお，平成１１年３月３１日女川原発控訴審判決（判時１６８０号・４６

頁）は，この点に関して興味深い判断を行っている。 

  すなわち，「原子力発電所の危険性の有無を判断するに当たっては，原子力

発電所の事故の深刻さという特殊性を念頭に置いて他の社会的な事故との比

較においても，十分に安全側に立った慎重な認定・評価をする必要があると

いうことは否定できない。同様に，原子力発電所の事故の深刻さを前提とし

て，原子力発電所の危険性と必要性の兼ね合いについてみると，当該原子力

発電所が周囲の住民等に具体的な危険をもたらすおそれのある場合には，い

かにその必要性が高くとも，その建設・運転が差し止められるべきことはい

うまでもない。また，逆に，以上のような原子力発電所の特殊性にかんがみ，

当該原子力発電所の必要性が著しく低いという場合には，これを理由として
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

そ
、
の建設・運転の差止めが認められるべき余地がある
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ものと解するのが相当

である」として，原発の必要性が著しく低いという事実のみをもって原発の

運転差止が認められる余地があることを明示しているのである。 

  福島原発事故の稼働状況を見れば，原発の必要性は著しく低いというべき

であり，女川原発控訴審判決に従えば，それだけで運転の差止が認められる

べきということになる。仮に，原発の必要性が著しく低いとまでは言えない

としても，その必要性が相当程度低下していることは明らかであり，これに

反比例して，原発には高度の安全性が求められるということができる。 

 

６ 世論調査等の結果 
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  高浜３，４号機福井地裁決定においては，福島原発事故が起こるような危険

が万が一にもあれば差止めを認めるべきである，という厳格な安全性を前提と

した判断枠組みが用いられたが，このような厳格な判断を行った同決定につい

て，ＮＮＮが２０１５(平成２７)年４月１７日から１９日に行った世論調査に

よれば，これを支持すると回答した人が実に６５．７％に達し，支持しないと

回答した２２．５％を大幅に上回った(甲Ａ９)。 

  また，田中俊一規制委員会委員長は，２０１３(平成２５)年３月２７日の原

子力規制委員会記者会見において，安全かどうかの尺度として，「やはり福島の

事故が少し皆さんの，我々もそうかもしれないけれども，一般の国民から見る

と一つの尺度になっていますね。」と述べており(甲Ａ１０。「平成２５年３月２

７日原子力規制委員会記者会見録」３～４頁），他ならぬ規制委員会も，福島原

発事故が起こらないようにする，ということが尺度となることを指摘している。 

  さらに，原発に関する世論調査の結果としては，「原発即ゼロ」と「将来ゼロ」

の意見が概ね８割に達している。 

  これらの事実に照らせば，大多数の市民の意思として，脱原発を志向してい

ることは明らかであり，万が一，しばらくの間だけでも再稼働を認めるとして

も，そこでは安全性が何よりも優先されるべきであるということが市民の意思

であるということができる。福島原発事故のような深刻な事故は二度と起こっ

てはならない，ということはここでもいえるのであり，これも「社会による受

容性」を考える上での一つの重要なファクターとなる。 

 

７ 原発の安全性及び安全審査に対する信頼（安全神話）の崩壊 

  これまでの原発訴訟は，原発の安全性及び安全審査に対する信頼（安全神話）

に寄りかかっていた 15。 

                                            
15 元最高裁判事でもある行政法学者の藤田宙靖氏は，「裁判所も，私も含めた国民一般と同様，

基本的には，いわゆる『原発安全神話』の中にいたのだと思います。原告はわずかな技術的な
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  しかし，以下に述べるように，福島原発事故により安全神話は崩壊した。こ

のような安全神話の崩壊も，「社会による受容性」を判断するに当たって考慮さ

れるべき事情といえる。 

 

⑴ 原発の安全性に対する信頼(安全神話)の崩壊 

  福島原発事故の前に様々なメディアを通じて流布された「原子力は安全で

す」という言葉に象徴されるように，事故前は，日本の原発の安全性が強調

され，安全神話がつくりあげられた。原発では絶対に事故が起こらないとい

うゼロリスク論が，むしろ原子力推進側において唱えられていたのである。

地震時には外部電源が失われ非常用も含めた全電源喪失事故につながりうる

ことは同事故前から指摘されていたが，こうした危険性は「抽象的なこと」16

として切り捨てられ，十分な対策もとられないまま，同事故が引き起こされ

た。 

  しかし，福島原発事故後は，誰も「原子力は安全です」とはいえなくなり，

原発安全神話は完全に崩壊した。 

田中俊一原子力規制委員長が，２０１４（平成２６）年７月１６日，川内

原発の安全審査について記者会見した際，「基準の適合性を審査した。安全
、、

                                                                                                                                   
問題を針小棒大に騒ぎ立てているのではないか，と思った裁判官も少なくなかったのではない

でしょうか。だとすれば，裁判所は原発の安全性についての実体的判断をするのではなく，行

政の判断手続きに問題があるかないかを審査すればいいのだ，という伊方最高裁判決の審査方

式で足りると考えたとしても不思議はありません」と指摘する（磯村健太郎ほか「原発と裁判

官 なぜ司法は『メルトダウン』を許したのか」（朝日新聞出版 ２０１３年）１９５～１９６

頁。甲Ｂ６）。 
16 班目春樹原子力安全委員会委員長の２００７（平成１９）年２月１６日浜岡原発運転差止訴

訟での証言。同証言で，班目氏は「非常用ディーゼル２個の破断も考えましょう
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
こう考えま
、、、、、

しょうと言っていると
、、、、、、、、、、

，
、
設計ができなくなっちゃうんですよ
、、、、、、、、、、、、、、、、

」「ちょっと可能性がある，そう

いうものを全部組み合わせていったら，ものなんて絶対造れません」「我々，ある意味では非

常に謙虚です。聞く耳を持っております」「ただ，あれも起こって，これも起こって，これも

起こって，だから地震だったら大変なことになるんだという
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
抽象的なことを言われた場合に
、、、、、、、、、、、、、、

は
、
，
、
お答えのしようがありません
、、、、、、、、、、、、、

」と語っている。 
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だということは申し上げない
、、、、、、、、、、、、、

」と発言したことは 17，このことを象徴してい

る。そればかりか，推進側は，大飯３，４号機福井地裁判決や高浜３，４号

機福井地裁決定に対して，「ゼロリスクを求めることは非常識，非科学的だ」

と，従前自らが唱えてきたゼロリスク論を批判しているのである。 

 

⑵ 安全審査に対する信頼の崩壊 

ア 極めて不十分だった安全審査 

  福島原発事故は，原子力行政による安全審査に対する信頼も，根底から

覆した。安全設計審査指針が，福島原発事故の直接の原因となった長時間

の全交流電源喪失事故を事実上考慮しなくてよいとしていたこと 18，津波

に関する基準が不充分であったこと，シビアアクシデント対策を電力会社

任せにしていたことなど様々な審査基準の欠陥が，同事故を引き起こした

からであるが，その他にも，巨大地震の場合にはいくつもの故障が重なる

ことが当然予想されるのに，そうした考慮がなされていなかった(「単一故

障指針」の限界)ことも，強く批判された。 

  何よりも，これほど様々な問題を抱えていながら，安全神話を電力会社

と一緒になって作り上げ，国民からの危険性の指摘には耳を貸そうとしな

かった行政の姿勢そのものが，多くの国民から強い不信を招いた。 

  事故当時原子力安全委員会委員長であった班目春樹氏は，国会事故調の

調査 19において，「安全指針類にいろいろな意味で瑕疵があった」「国際的

にどんどん，どんどん安全基準を高めるという動きがあるところ，なぜ日

本ではそれはしなくてもいいかという言い訳作りばっかりをやっていて，

                                            
17 ２０１４（平成２６）年７月１６日付共同通信。 
18 原子力安全委員会が平成５年にこのような立場をとる際に，その理由を事業者に作文させる

ほどの癒着ぶりだったことが，国会事故調によって指摘されている(国会事故調報告書(甲Ｂ

４)１１頁）。 
19 ２０１２（平成２４）年２月１５日東京電力福島原子力発電所事故調査委員会第４回委員会

にて。 
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真面目に対応してなかったんではないか」「ある意味では，３０年前の技術

かなんかで安全審査が行われてるという実情があ」ると述べて，安全審査

が「原子力災害を万が一にも起こしてはならない」という姿勢とはほど遠

いものだったことを証言し，謝罪した。 

  国会事故調も，その報告書（甲Ｂ４）において，「関係者に共通していた

のは，およそ原子力を扱う者に許されない無知と慢心であり，世界の潮流

を無視し，国民の安全を最優先とせず，組織の利益を最優先とする組織依

存のマインドセット(思い込み，常識)であった」「規制当局の，推進官庁，

事業者からの独立性は形骸化しており，その能力においても専門性におい

ても，また安全への徹底的なこだわりという点においても，国民の安全を

守るには程遠いレベルだった」と指摘し，原子力行政の根本的見直しが必

要であると指摘した 20。 

 

イ 福島原発事故の教訓を踏まえたとの反論 

  これに対しては，福島原発事故の教訓を踏まえて，安全性を重視した新

規制基準が策定されたのだから，今後の行政の判断は信頼に値するはずだ，

という反論があるかもしれない。 

  しかし，そのような反論がうわべだけを取り繕った中身のないものであ

ることは，新規制基準の策定経緯に照らして明らかである。 

  すなわち，新規制基準は，極めて短期間で策定された，いわば「やっつ

け仕事」なのである。２０１２（平成２４）年９月に原子力規制委員会が

発足し，同年１０月２５日に基準検討チームが作られ，２０１３（平成２

５）年６月１９日に規則以下の基準を確定し，同年７月８日から基準は施

                                            
20 国会事故調報告書(甲Ｂ４)１６，１７頁。同報告書は，上記の引用箇所の直前で「規制当局

は原子力の安全に対する監視・監督機能を果たせなかった。専門性の欠如等の理由から規制当

局が事業者の虜（とりこ）となり，規制の先送りや事業者の自主対応を許すことで，事業者の

利益を図り，同時に自らは直接的責任を回避してきた，とも指摘している。 
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行された。規制委員会発足から１０か月ほど，基準検討チームの発足から

考えればわずか８か月足らずで，膨大な基準が作られたことになる。２０

０６(平成１８)年の耐震設計審査指針(いわゆる新指針)１つをとってみて

も，５年の歳月を費やして策定されたことを考えれば，８か月という短期

間の検討で，福島原発事故の教訓を十分に活かした基準が策定できる筈が

ない。 

 

ウ 藤原広行・防災科学技術研究所社会防災システム研究領域長の発言 

(ｱ) 地震・津波に関わる新規制基準に関する検討チームの第１３回会合（平

成２５年６月６日）において，検討チームの一員であった藤原広行・防

災科学技術研究所社会防災システム研究領域長は，次のように発言して

いる。 

 

  「この規制庁，規制委員会が発足する前に，まだ旧保安院の時代に，

３．１１を踏まえて，それをどうすればよくなるかということで，少し

議論をするのに参加させていただいて，不確実さの扱いとか，その辺り

も何度か意見を述べさせていただいていたんですけど，それがまだ十分
、、、、、、、

にきちんと決着する時間がない中で
、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
この規制庁の議論に受け継がれ
、、、、、、、、、、、、、、

，
、

まだこの部分について
、、、、、、、、、、

，
、
私自身
、、、

，
、
今後どうなるのかというのが見えてい
、、、、、、、、、、、、、、、、、

なくて
、、、

，ぜひとも，そういったところを非常に個別の細かな議論なんで

すけれども，しっかりとそういった議論も踏まえつつ，新しい基準での

審査を行っていただきたいと思います。」（甲Ａ１１・４９頁） 

 

  これを受けて，原子力規制庁の桜田道夫審議官は，「いろんな報道を見

ますと，発電所の新規制への適用については，各社，いろいろと準備さ

れていて，施行後，直ちにいろんな申請が来るとか，何かそんな報道も
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ございますし，私どもは，恐らくその新しい規制が始まって
、、、、、、、、、、

，
、
その申請
、、、、

が来れば
、、、、

，
、
それをもう直ちに対応しなければならない
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

と，こういうよう

な事情がございますので，先生がおっしゃるように，何か時間をあけて

パイロット的なことをやりながら
、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
物が作っていけるということができ
、、、、、、、、、、、、、、、、

るというような状況になれば一番いいんだなとは思います
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

けれども，そ

ういう実態がございますので，ある程度走りながら
、、、、、、、、、

，
、
考えながらやって
、、、、、、、、

いくということしか
、、、、、、、、、

，
、
現実的な方策はないのかな
、、、、、、、、、、、、

というふうに考えてご

ざいます」と述べている（甲Ａ１１・４９頁）。 

(ｲ) さらに，藤原広行氏は，高浜仮処分決定と川内仮処分却下決定後，次

のように述べていることが毎日新聞の取材で分かっている（甲Ａ１２）。 

 

  「原発の耐震審査が行政の裁量任せになってしまった部分を問われた」

「基準地震動の具体的な算出ルールは時間切れで作れず
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

，
、
どこまで厳し
、、、、、、

く規制するかは裁量次第になった
、、、、、、、、、、、、、、、

。揺れの計算は専門性が高いので，規

制側は対等に議論できず，甘くなりがちだ」 

 

(ｳ) このように，新規制基準の中でも，とりわけ重要な基準地震動の検討

チームにいた藤原氏自身が，基準地震動の具体的な算出ルールは時間切

れで作れなかったこと，旧保安院の時代から，不確実さの取扱いについ

て十分に議論できないまま基準が作られたことを自白している。 

  規制庁の審議官も，本来であれば試験的な確認を行ってからやるべき

だが，走りながらやるしかないことを自認している。 

  そうであれば，新規制基準は，福島原発事故の教訓を活かしきれてい

ない，その判断を全く信頼することができないものであることは明白で

あり，裁判所は，安易に行政の判断を盲信するのではなく，福島原発事

故のような深刻な災害が起こらないかという厳格な視点で新規制基準の
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内容及び基準適合性判断をチェックしなければならない。 

(ｴ) なお，この藤原広行氏の発言に対して，平成２８年４月６日川内原発

福岡高裁宮崎支部決定は，「具体的な裏付けを欠くものであり，…（略）

…新規制基準における基準地震動の定めの不合理性を直ちに根拠づける

ものということはできない」と退けている（８９頁）。しかし，藤原広行

氏は，基準地震動の策定に直接関わった者であり，その者が「実際の揺

れの１～２割は基準地震動を超える」という以上，その発言には相当の

信ぴょう性があるものと考えなければならない。また，仮にこの発言が

具体的な裏付けを欠くものだとしても，同決定は，事故によって生命，

身体に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される地域に居住等す

るものである場合」という限定を付してはいるものの，安全性について

事実上の立証責任は事業者側にあるとしているのであるから（６６～６

７頁），藤原氏の発言に根拠がないことについては，事業者側が立証すべ

きこととなるはずである。そうであるにもかかわらず，この立証の負担

をいつの間にか住民側に負わせている点で，同決定には論理矛盾が存在

する。 

  このような考え方は採用されるべきではない。 

 

８ 「社会通念」という基準を用いてきた裁判官自身が，福島原発事故後，反省

の弁を述べていること 

⑴ 女川一審訴訟の塚原朋一氏の発言 

  さらには，そもそも，福島原発事故以前において，「社会通念」を基準とし

て判断をしてきた裁判官自身が，福島原発事故の後には，自らが用いた基準

に対する痛切な反省を述べており，より厳格な基準が用いられる可能性を指

摘している。 

  すなわち，仙台地裁において，女川一審訴訟の裁判長をつとめた塚原朋一
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氏は，原発の危険性は，「社会観念上無視しうる程度に小さい」と認定したこ

とについて，「これについては
、、、、、、、

，
、
いま
、、

，
、
反省する気持ちがあります
、、、、、、、、、、、、

。わたしは

裁判長をしていたとき，『何で住民はそんなことを恐れているんだ？』『気に

するのはおかしいだろう』と思っていました。その程度だったらいいじゃな

いかと考え，『無視しうる程度』という表現に至ったのです」と述べている（甲

Ｂ６・５０頁。磯村健太郎ほか「原発と裁判官 司法はなぜ『メルトダウン』

を許したのか」朝日新聞出版，２０１３年）。 

  女川原発１号機・２号機訴訟は，原発差止裁判において「社会観念」とい

う文言が用いられた最初の裁判であり，同判決以降，原発差止裁判において

は，「社会観念」あるいはこれと同義の「社会通念」という文言が基準として

定着したが，これを最初に用いた裁判長が，福島原発事故の後，この基準を

用いたことを反省しているのである。 

 

⑵ 福島第二３号機控訴審訴訟の鬼頭季郞氏の発言 

  また，東京高裁において，福島第二原発３号機訴訟の裁判長をつとめた鬼

頭季郞氏は，「これまでは原告に『具体的・現実的危険』があることを立証す

るよう求められていたため，勝つことはなかなか難しかった。しかし今後は

『具体的かつ想定可能な範囲の危険』があることを立証できればよい
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

という，

ゆるやかな基準になることも考えられます」という指摘をされている（甲Ｂ

６・７３頁）。 

 

⑶ 高浜２号機一審訴訟の海保寛氏の発言 

  同様に，大阪地裁において，高浜原発２号機訴訟の裁判長をつとめた海保

寛氏も，「福島の事故を見た後の原発訴訟では，これまで想定しにくかったこ

と，あるいは想定したくなかったことまで考えざるを得なくなるでしょう。

それと同時に，差し止め請求の場合の『危険の切迫』という要件も，従来の
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ようなメルトダウンに至る切迫した『具体的危険』という厳格なものではな
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

く
、
，
、
もっとゆるやかなものになっていく
、、、、、、、、、、、、、、、、

と思います」という指摘をされてい

る（甲Ｂ６・３３～３４頁）。 

  これら福島原発事故以前に原発の差止を認めなかった裁判官らが，これま

で考えていた「社会通念」という基準が緩やかに過ぎるという反省に立って

いることは非常に重要である。「社会通念」あるいは「社会による受容性」と

いう概念を用いるとしても，その内容は，福島原発事故後大きく変容したと

いうべきであり，このような変容を踏まえない判断は，「社会による受容性」

の内容を誤ったものというべきである。 

 

９ まとめ 

  以上述べてきたとおり，原発に求められる安全性は，原発のリスクを社会が

受容できるか否かという観点で判断されるべきであるが，この社会による受容

性判断に当たっては，法律の規定や趣旨を踏まえつつ，原発事故被害の特殊性，

原発の公益性の有無及び程度，世論調査等の結果，具体的な規制体制の変化の

有無，及び程度など諸般の事情を考慮して決すべきである。 

  そして，これらの事情を考慮すれば，原発のリスクを社会が受容できるとい

うためには，少なくとも「確立された国際的な基準」を踏まえていること，事

故が起こることを常に想定し，その防止に最善かつ最大の努力をしたと言い得

ることが必要であり，このような要件を満たしていない以上，原発のリスクを

社会は受容できないというべきである。 

  これを別の表現でいえば，福島原発事故後は，原発には，従前の「社会通念」

という用語で表現された緩やかな安全性ではなく，極めて高度な安全性が要求

されているというべきである。 
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第６ 本件訴訟における立証の負担 

１ はじめに 

  本書面第５で述べたとおり，従来の裁判例は，原発の安全性について，原発

被害の特殊性や科学の不確実性を踏まえずに，行政の専門科学的とされる
、、、、

判断

に盲従し，「社会通念」という曖昧不明確な基準を用いて恣意的に住民側の主張

を排斥してきた。 

  本書面第４で述べたとおり，従来の裁判例の２つ目の問題は，立証の負担に

ついて伊方最高裁判決が示した枠組みを矮小化し，換骨奪胎して無効化したこ

とにある。 

  ここでは，第２項において，債権者らが考える適切な立証の負担の在り方を

列挙し，第３項ないし第５項において，それらが伊方最高裁判決の趣旨から導

かれるものであることを詳述する。 

 

２ 立証の負担に関する債権者らの主張 

⑴  立証責任を事実上転換すべきである 

  本件のような原発差止訴訟においては，①立証責任を事実上転換して，債

務者において本件原発が安全(福島原発事故のような過酷事故を絶対に起こ

さないという意味での「限定的」絶対安全性，あるいは，絶対的安全性に準

じる極めて高度の安全性(深刻な災害が万が一にも起こらない程度の安全性))

であることを立証すべきである。 

  これは，伊方最高裁判決の判断に沿ったものであり，従来，立証責任を転

換せず，原告側に過度の立証の負担を負わせていた民事差止訴訟に関する下

級審判例等は，上記最高裁判決の趣旨を矮小化した不適切なものであった。 

  上述①の判断枠組みこそ，福島原発事故被害の実態を踏まえ，伊方最高裁

判決の趣旨を正しく理解したものであり，本書面第５で述べた原発の安全性

を正しく反映させられる立証負担の枠組みである。 
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  ２０１６(平成２８)年３月９日高浜３，４号機大津地裁決定(甲Ｂ３)は，伊

方最高裁判決を正しく踏まえた適切な判断であった。川内原発福岡高裁宮崎

支部決定も，判断枠組み自体はこのような発想に立っているが，この決定は，

伊方最高裁判決と同様，行政庁・事業者が立証すべき安全性の程度を低く設

定したために，不合理な結論が導かれている点で問題である。同決定の安全

性概念が「社会通念」を恣意的に解釈するものであって，到底受け入れられ

ないものであることは，第５の３⑷において述べたところである。 

 

 

⑵ 立証の程度を軽減すべきである 

  万が一，事実上の立証責任の転換が認められないとしても，②債権者らに

おいて，債務者の安全設計や安全管理の方法に不備があり，本件原子炉の運

転により債権者らが許容限度を超える放射線を被曝する具体的可能性がある

ことを相当程度立証した場合には，正義・公平の観点から，債務者において，

債権者らが指摘する「許容限度を超える放射線被曝の危険」が存在しないこ
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とについて，具体的根拠を示し，かつ，必要な資料を提出して反証を尽くす

べきであり，これがなされない場合には，上記「許容限度を超える放射線被

曝の危険」の存在を推認すべきである。 

 

 

⑶ 立証命題を修正すべきである 

  さらに，大飯原発福井地裁判決を踏まえ，次のような判断枠組みが適切で

あると考える。すなわち，③債権者らは，福島原発事故のような深刻な事態

を招く具体的危険性が万が一でもあることを立証すれば足り，これが立証さ

れれば，債権者らの人格権を侵害する危険性が存在するといえ，原発の差止

めが認容されるべきである。 
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⑷ ②と③の違い 

  ②と③の具体的な違いは，②は立証の程度の問題として，債権者らがなし

た立証の程度が低くても，被告らの反証が尽くされない限り，人格権侵害の

危険性が推認される，という論理構成であるのに対して，③は，立証の程度

は変更しない代わりに，立証命題自体を「具体的危険の万が一性」と捉えて，

債権者らに，この点についての立証を尽くさせる，という点にある。 

  ただ，実質的に見れば，それらは説明の違いに過ぎないともいえる。①乃

至③の実質的論拠及び理論的正当性は後述するとおりであり，それらの背景

にある価値判断は共通のものである。 

  したがって，説明の簡便さや他の裁判例との整合性などを踏まえて，上記

３つのアプローチの中で，裁判所として採りやすい判断枠組みが用いられる

べきである。 

 

⑸ 原発に求められる安全性との関係 
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  ここで，本書面第５で述べた原発に求められる安全性とこれら３つのアプ

ローチとの関係について説明しておく。 

  １つ目の立証責任の事実上の転換アプローチは，それ自体は安全性に関す

る判断とは別個のものであり，このアプローチを採用する場合には，本書面

第５で述べた極めて高度な安全性と合わせて採用されなければ，立証責任を

事実上転換したとしても，原発に求められる安全性が緩やかなものであれば，

事業者は，たやすくその安全性の立証ができてしまい，「福島原発事故のよう

な深刻な災害を万が一にも起こしてはならない」という実質的な要請が画餅

に帰してしまうこととなる（川内原発福岡高裁宮崎支部決定がまさにこの愚

を犯しているのに対し，平成２８年高浜３，４号機大津地裁決定は伊方最高

裁判決の趣旨を踏まえつつ，福島原発事故後の法改正の趣旨を読み込むこと

によって，安全性を厳格に解している）。 

  これに対して，第２，第３のアプローチは，その判断枠組みの中に，安全

性に関する評価を一定程度含むものである。例えば，立証程度軽減のアプロ

ーチであれば，住民側の立証の程度を軽減するということは，すなわち，原

発について高度な安全性を要求し，それに疑いがもたれる程度にまで立証が

されれば，今度は反対に事業者側が，高度な安全性を備えていることを主張

立証しなければならない，というように，それ自体に安全性についての評価

が組み込まれている。 

  もっとも，その場合であっても，原発の安全性をどうとらえるかは重要な

視点であり，本書面第５で示した視点を意識せずに判断を行ってはならない。 

 

３ 立証責任を事実上転換するアプローチ 

⑴ 伊方最高裁判決の判示内容 

ア 伊方最高裁判決の判示 

  これまで何度も触れてきたとおり，伊方最高裁判決は，原子炉設置許可
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処分の取消訴訟における裁判所の審理判断について，「原子力委員会若し

くは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてさ

れた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われる

べきであ」るとして，行政庁の専門技術的裁量を一定程度認めている。 

  そのうえで，同判決は，原子炉設置許可処分の際に行政庁が災害の防止

上支障がないか等について審査をする趣旨が，「原子力災害が万が一にも起

こらないようにするためであること」を確認し，原子炉設置許可処分が違

法となるのは，行政庁の判断に不合理な点がある場合である，とする。ま

た，その不合理な点があることの立証責任は，「本来原告が負うものと解さ

れるが当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が

所持していることなどの点を考慮すると，被告行政庁の側において，まず，

原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議において用いられ

た具体的審査基準並びに調査審議及び判断の過程等，被告行政庁の判断に

不合理な点がないことを相当の根拠及び資料に基づき主張，立証する必要

があり，被告行政庁が，その主張，立証を尽くさない場合には，被告行政

庁がした判断に不合理な点があることが事実上推認される。」と判示し，そ

れと同旨の見地に立って本件原子炉設置許可処分の適否を判断した原判決

（高松高裁昭和５９年１２月１４日判決・判例時報１１３６号３頁。以下

「伊方控訴審判決」という。）は正当であるとした。 

 

イ 伊方控訴審判決の内容 

  因みに，伊方最高裁判決の原判決である伊方控訴審判決は，「原子炉設置

の安全性に関する司法審査は…（略）…安全性を肯定する行政庁の判断に，

現在の科学的見地からして当該原子炉の安全性に本質的にかかわるような

不合理があるか否か，という限度で行うのが相当であり，ただ，その点の

主張立証責任については，公平の見地から，安全性を争う側において，行
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政庁の判断に不合理があるとする点を指摘し，行政庁においてその指摘を
、、、、、、、、、、、、

も踏まえ自己の判断が不合理でないことを主張立証すべき
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

ものとするのが

妥当である」と述べ，明確に，行政側に立証責任を課していた。 

 

⑵ 伊方最高裁判決の理解 

ア 伊方最高裁判決に対する学説上の評価 

  同判決の立証責任に関する判示部分の理解については，学説の議論が錯

綜している。本来は原告が負担すべき立証責任を被告に転換したとの説 21，

立証責任を負わない当事者の事案解明義務を認めたとする説 22，単なる立

証の事実上の必要について述べたにすぎないとする説 23，立証責任を負わ

ない当事者の具体的事実陳述＝証拠提出義務を認めたとする説 24等が主張

されており，「現段階では断定が困難である。」との見解 25も述べられてい

るほどである。 

 

イ 事実上立証責任を転換していること 

  しかし，この問題は，訴訟の実態に即して機能的に考える必要がある。

上記判示に従えば，それを学問的・理論的にどう説明するかはともかくと

しても，立証責任は，事実上転換されたと考えざるを得ないのである。 

  すなわち，上記判示によると，要証事実である「被告行政庁がした判断

に不合理な点があること」（Ａ）については，本来的に原告に主張，立証責

                                            
21 伊藤滋夫「本研究会のテーマ『要件事実の機能と事案の解明』に関する要件事実論の視点か

らの問題提起」伊藤滋夫〔編〕『要件事実の機能と事案の解明』（日本評論社２０１２年）８６

頁 
 保木本一郎「判批」法教１５０号（１９９３年）６７頁 
22 竹下守夫「伊方原発訴訟最高裁判決と事案解明義務」木川統一郎博士古稀『民事裁判の充実

と促進・中巻』（判例タイムズ社１９９４年）２頁 
23 山村恒年「判批」民商１０８巻（１９９３年）８９４頁 
24 松本博之「民事訴訟における証明責任を負わない当事者の具体的事実陳述＝証拠提出義務に

ついて」法曹時報４９巻７号（１９９７年）１頁 
25 垣内秀介「相手方の主張立証の必要」民事訴訟夫判例百選【第４版】（２０１０年）１３２頁 
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任があるが，他方，被告において，本来の要証事実を１８０度裏返した事

実，すなわち「被告行政庁がした判断に不合理な点がないこと」（－Ａ）に

ついて主張，立証する必要があり，これを「尽くさない」場合，すなわち，

真偽不明を超えて裁判官に確信を抱かせることができない場合は，要証事

実「Ａ」が推認されるというのである。 

  ここで，「推認」という概念が使用されているところ，一般的に「推認」

は「破れる」ことがあり得るので，このことが議論を混迷させている。し

かし，ここにおける「推認」は，通常の「事実上の推定」とは全く異なる

概念であることに留意する必要がある。例えば，要証事実「Ａ」の立証責

任を負担する当事者が，間接事実「ａ」，「ｂ」，「ｃ」を立証したことによ

って要証事実「Ａ」が推定される場合，相手方は間接反証「ｄ」を立証す

ることによって推定を破ることができる。しかし，原発設置許可処分の違

法性については，本来的な立証責任を負担する原告側の立証活動ではなく，

被告側の立証活動によって原告の要証事実を推認するというのであるから，

これが破れるという事態は想定できない。なぜなら，被告側の立証活動の

総体的評価（被告が右主張，立証を尽くさなかったという評価）によって

原告が立証責任を負担している要証事実が推認されるのに，それが原告側

の立証活動によって「破れる」ことは有り得ないし，被告側の立証活動は，

上記相対的評価によって評価され尽くしているから，それ以外の被告側の

立証活動によって「推認が破れる」ことも想定できないのである。 

  そうすると，上記判示に従うと，原子炉設置許可処分取消訴訟は，被告

行政庁が，「被告行政庁の判断に不合理な点がないこと」を立証できたか否

かについて攻防が行われ，立証できれば原告の請求は棄却され，立証でき

なければ認容されるという，立証責任論から見れば，単純な構造で訴訟が

追行されることになるというのが論理的帰結であり(伊方最高裁判決が正

当であるとした伊方控訴審判決は，その構造で論理が組み立てられている），
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これによって，立証責任は，原告側から被告側に，事実上転換されたと解

さざるを得ないのである。 

 

ウ 伊方最高裁判決の問題点 

  このように，伊方最高裁判決は，原発事故の特殊性を踏まえた立証負担

の分配という点については，極めて妥当な判断を行っていた。しかし，同

最判は，結果として安易に行政庁側の，具体的審査基準並びに調査審議及

び判断の過程に不合理な点がないという立証を認めた点に重大な問題があ

る。それは，結局のところ，本書面第３で述べたように，司法が安全神話

に与して原発の安全性を程度の低いものでよいとしてしまっていた点に原

因がある。安全性の意義と立証負担の分配については別々の考慮がされな

ければならず，伊方最高裁判決は，立証負担の分配については妥当な判断

だったが，安全性の意義という点で問題のある判断だったと総括できる。

本書面第５で述べたことの繰り返しになるが，福島原発事故以降，このよ

うな緩やかな安全性が認められてはならない。同事故のような深刻な災害，

人権侵害が，万が一にも起こらないような厳格な安全性が図られなければ

ならない。 

  そして，そのような安全性を伊方最高裁判決が示した立証負担の分配に

照らして考えると，事業者側において，高度な安全性を立証しなければな

らないという債権者らの当然の主張となるのである。 
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⑶ 伊方最高裁判決以降の民事差止裁判例 

ア 伊方最高裁判決以降の民事差止裁判例の評価 

  伊方最高裁判決は，行政訴訟であるから，そこで展開された立証責任論

は，原発の民事差止訴訟に当然には適用されるものではない。民事差止訴

訟においては，被告は，国ではなく，事業者であり，争点は，原発設置許

可処分の違法性ではなく，当該原発が運転することにより住民らの人格権

が侵害される具体的危険性が万が一にもあるか否かであるから，立証責任

論も伊方最高裁判決とは独自に構築されてしかるべきである。しかし，伊

方最高裁判決以降の原発民事差止訴訟は，伊方最高裁判決が示した枠組み

に従って判断されてきたと評価されている。その評価は正しいのだろうか。 

 

イ 女川一審判決 

  伊方最高裁判決の後，原発民事差止訴訟で最初に立証責任論を展開した

のは，女川一審判決である。女川一審判決の判示については，繰り返し述
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べているところであるが，重要な個所なので，重複を厭わずに改めて示す。 

 

  「本件原子炉の安全性については，被告の側において，まず，その安全

性に欠ける点のないことについて相当の根拠を示し，かつ非公開の資料を

含む必要な資料を提出したうえで立証する必要があり，被告が右立証を尽

くさない場合には，本件原発に安全性に欠ける点があることが事実上推定

（推認）され…（略）…る」 

  「…（略）…被告において…（略）…安全性について必要とされる立証

を尽くした場合には，安全性に欠ける点があることについての右の事実上

の推定は破れ，原告らにおいて，安全性に欠ける点があることについて更

なる立証を行わなければならない」 

 

  伊方最高裁判決と女川一審判決とを読み比べると，立証命題が，前者で

は「被告行政庁の判断に不合理な点があるか」であり，後者は「安全性に

欠ける点があるか」であることを別にしても，後者には，前者にはない説

示がある。すなわち，事業者側が原発の「安全性に欠ける点がないこと」

について立証を尽くした後も，住民側が「安全性に欠ける点があること」

について更なる立証
、、、、、

を行えば住民側に勝訴の余地があるというのである。

一見すると住民側に有利に見えるこの説示であるが，よく考えてみると，

この説示部分は，理解が困難である。 

  判示によれば，事業者側が「安全性に欠ける点がないこと」の立証を尽

くした場合でも，住民側が「安全性に欠ける点があること」を立証できる

というのであるから，事業者側が立証すべき「安全性に欠ける点がないこ

と」と住民側が立証すべき「安全性に欠ける点があること」が両立し得る

ことになる。したがって，事業者側の立証命題である「安全性に欠ける点

がないこと」と住民側の立証命題である「安全性に欠ける点があること」
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とは，一枚のコインの裏表ではあり得ない。ということは，女川一審判決

は，前者は後者よりもレベルが低いものと想定していると理解せざるを得

ない。 

  果たして，女川一審判決の判文を読むと，裁判所は，女川原発について

の安全審査の経緯，原子力安全委員会による安全審査の方法，安全確保対

策の概要等を認定し，これによって，本件原子炉施設の安全性が推認され

たとし，その後，住民側が具体的に主張する危険性について検討した上で，

その危険性の存在を否定し，原告の請求を棄却する結論を導いている。す

なわち，当該原発の安全性に関する事業者側の通り一遍の主張についての

立証で事業者側の「安全性に欠ける点がないこと」の立証責任は果たされ

たとし，住民側が具体的に主張する当該原発の危険性(これこそが訴訟にお

ける実質的争点である)については，「安全性に欠ける点があること」の内

容と位置付けられて，結局のところ全て原告側に立証責任が課されている

のである。 

  事業者側が立証すべき「安全性に欠ける点がないこと」は，安全対策の

概括的説明をすることで立証責任が果たせるレベルの低いものであり，原

告が立証しなければならない「安全性に欠ける点があること」は，被告の

安全対策を前提としても，なお事故が起こり得る蓋然性がなければならな

い，という非常にハードルの高いものとなっているのである。 

 

ウ 女川一審判決は伊方最高裁判決に符合しない 

  この判断枠組みは，伊方最高裁判決が示した判断枠組みに符合するのだ

ろうか。「当該原子炉施設の安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の

側が所持していることなどの点を考慮」して被告行政庁の側に主張立証の

必要を認めた伊方最高裁判決は，「行政庁の判断の合理性」（民事差止訴訟

に引き直せば「当該原発の安全性」）に関する実質的な争点について，被告
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側が立証することを求めていたのではないか。そもそも，「行政庁の判断の

合理性」について，「高いレベルの合理性」と「低いレベルの合理性」との

２段階の合理性を前提としていないのではないか。少なくとも，伊方最高

裁判決の判文中には，２段階の合理性を前提としていることを窺わせるに

足る部分は存在しない。 

  むしろ，伊方最高裁判決が「正当として是認することができ」るとした

原判決である伊方控訴審判決は，前述のとおり，端的に立証責任を転換し

て，以下のような判断をしている。 

  「右１の観点（注…主張立証について公平の見地から，安全性を争う側

において行政庁の判断に不合理があるとする点を指摘し，行政庁において

その指摘をも踏まえ自己の判断が不合理でないことを主張立証すべきとの

観点）から，控訴人らの指摘
、、、、、、、

及び立証と被控訴人の主張立証をあわせ検討
、、、、、

したところ
、、、、、

，本件安全審査においては，…（略）…所定の基準に則った審

査・判断がなされており，控訴人らの指摘事項を考慮しても
、、、、、、、、、、、、、、、

，その審査・

判断に，本件原子炉の安全性に本質的にかかわるような過誤・欠落がある

とは認め難いので，右審査・判断に立脚して本件原子炉が災害の防止上支

障がないものであるとした被控訴人の判断は不合理でないというべきであ

る。この点について，控訴人らは
、、、、、

，…（略）…スリーマイルアイランド原

子力発電所の原子炉で発生した放射能漏洩事故が，本件安全審査の不合理
、、、、、、、、、、

を実証していると主張するが
、、、、、、、、、、、、、

，右事故は，主として運転操作の誤りに起因

するものであつて，原子炉施設の基本設計における安全性を審査した本件

安全審査の合理性に影響を及ぼすものとはいえない。」 

  この判断は，前記３⑵イのように，被告側の立証活動，すなわち，行政

庁の判断に不合理な点がないか，という判断の中で，原告側の主張を評価

しているものであり，そこで評価し尽くせない別の不合理性などというも

のは観念していない。行政庁の立証の後で，住民側に更なる不合理性の立
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証があるかなどということも，当然ながら判断していない。 

  以上述べたところから，女川一審判決が，伊方最高裁判決の立証負担論

に全く符合しないことは明白である。 

 
 

エ 調査官によるミスリード 

(ｱ) これに関しては，女川一審判決の担当裁判官が，伊方最高裁判決の趣

旨をそのように誤読したと思われる根拠が存在する。それは，最高裁調

査官が執筆した「判例解説」である。伊方最高裁判決の判例解説を執筆

した高橋利文調査官は，次のように解説した。すなわち，「本判決は…（略）

…下級審裁判例の見解と基本的には同様の見地に立って（注…立証責任

論について）判示した」と述べた上，下級審裁判例の見解を「まず，被

告行政庁の側において，その裁量的判断に不合理な点がないこと，すな

わち，その依拠した具体的審査基準及び当該原子炉施設が右の具体的審

査基準に適合するとした判断に一応の合理性があること
、、、、、、、、、、、

を…（略）…主

張立証する必要があり」と，「不合理な点がないこと」を「一応の
、、、

合理性
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があること」に曲解して言い換えたのである 26。 

(ｲ) この解説は，二重の意味で不当である。第一に，伊方最高裁判決前の

下級審判決は，伊方控訴審判決のみならず，その一審判決（松山地判昭

和５３年４月２５日・判時８９１号３８頁），福島第二原発１号機設置許

可処分取消訴訟の一審判決（福島地判昭和５９年７月２３日・判時１１

２４号３４頁）のいずれもが立証責任を被告行政庁に負わせており，そ

こには「一応の合理性」などという概念は使われていない。 

  唯一，東海第二原発設置許可処分取消訴訟の一審判決（水戸地判昭和

６０年６月２５日・判タ５６４号１０６頁）は，「被告の主張，立証した

ところに従ってその審査，判断の過程及び根拠を明らかにした上で，そ

の内容が裁量の範囲を逸脱し又は裁量権を濫用したものでないといいう

る程度に合理的な根拠を有するものかどうか，更に，これが一応合理的
、、、、、

なものと認められるとき
、、、、、、、、、、、

には，右の審査，判断につき原告らが具体的に

指摘した違法事由があるかどうかについて検討する」と，調査官のミス

リードと類似した考えをとっているが，それは下級審判例一般とは到底

いえない。これらをひとまとめにして，下級審判例は，「一応の合理性」

という枠組みを用いているかのような印象を与えたところにこそ，調査

官の誤導（ミスリード）が存在する。 

(ｴ) 調査官解説の不当性の第二であるが，調査官は，上記レトリックを使

用し，伊方最高裁判決が被告に立証責任を負わせたのは，判文に存在し

ない「一応の合理性があること」であると断じたのである。 

  最高裁調査官の上記理解に従えば，被告行政庁が，その判断に「不合

理な点がないこと」を主張，立証したとしても，それは，「一応の合理性

があること」を主張，立証したに過ぎないから，それだけでは訴訟の決

着はつかず，原告側が，「一応の合理性はあっても真の合理性はないこと」

                                            
26 高橋利文・伊方最高裁判決調査官解説４２６～４２７頁。 
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の主張，立証に成功すれば請求認容判決が出るし，失敗すれば，請求棄

却判決が出ることになる。その場合，真偽不明の負担は，最終的には原

告側が負うことになる。女川一審判決の立証責任論は，伊方最高裁判決

についての上記判例解説から強い影響を受けているように思われる。 

 
 

オ その後の民事差止訴訟判決における立証責任 

  その後の原発民事差止請求訴訟の判決は，一部の例外を除き，女川原発

訴訟一審判決の上記立証責任論を踏襲してきた。 

 

(ｱ) 浜岡一審判決 

  浜岡一審判決は，「被告は，当該原子炉施設が原子
、、

炉等規制法及び関連
、、、、、、、、、

法令の規制に従って設置運転されていること
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

についてまず主張立証する

必要があ」るとし，被告がこの立証に成功した場合には，「原告らにおい

て，上記国の諸規制では原子炉施設の安全性が確保されないことを具体

的な根拠を示して主張立証すべきである」と判示した。女川一審判決の
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判示よりもさらに後退して，被告事業者は，当該原子炉が規制に従って

設置運転されていることを立証すれば足りることとされた。設置許可処

分を受けている以上，規制に従って設置運転されていることは当然であ

り，事実上，事業者側には何の立証の負担もないに等しいことになる。 

 

 

(ｲ) 志賀２号機控訴審判決 

  志賀２号機控訴審判決でも，これと同様の展開がみられる。 

  すなわち，「本件原子炉の安全性については，控訴人の側において，ま

ず，その安全性に欠ける点のないことについて，相当の根拠を示し，か

つ，必要な資料を提出した上で主張立証する必要があ」るが，「本件原子

炉施設が本件安全審査における審査指針等の定める安全上の基準を満た

しているかについて…（略）…検討し，これらが満たされていることが

確認された場合には，控訴人は，本件原子炉に安全性に欠ける点がない

ことについて，相当の根拠を示し，かつ必要な資料を提出した上での主

張立証を尽くしたことになるというべきである。」とする。そして，この
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立証が尽くされたとされた場合には，「被控訴人らにおいて，…（略）…

具体的危険があることについて主張立証を行わなければならない」と判

示している。つまり，この判決においても，被告が立証しなければなら

ないのは，「本件原子炉施設が本件安全審査における審査指針等の定める

安全上の基準を満たしていること」という，極めて当然の事柄に過ぎな

いのである。 

  多くの原発民事差止訴訟における実質的な争点は，国が定めた安全基

準自体の不合理性であり，安全基準適合性判断の合理性であり，また，

安全基準に適合しているとしてもなお残存する危険性であるが，これら

の事実は，すべて住民側が立証責任を負う事実とされてしまっており，

伊方最高裁判決の趣旨は，完全に没却されている。これらの裁判例の判

断枠組みが，伊方最高裁判決に正面から抵触するものであることは明白

である。 

 

カ 小括 

  このように，伊方最高裁判決は，証拠の偏在等を根拠として，被告行政

庁に事実上立証責任を転換したものと解すべきであり，福島原発事故以前

の多くの下級審判例はこの伊方最高裁判決を正しく理解してこなかったと

いう点で極めて問題である。 

   これは，行政訴訟であると民事差止訴訟であると基本的に変わるところ 

はなく，本件においても，債務者において本件原発が安全(福島原発事故の 

ような過酷事故を絶対に起こさないという意味での「限定的」絶対安全性， 

あるいは，絶対的安全性に準じる極めて高度の安全性(深刻な災害が万が一 

にも起こらない程度の安全性))であることを立証すべきである。債務者が 

このような主張立証を行わない場合には，債権者らの人格権侵害乃至その 

危険性が事実上推認される。 
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伊方最高裁判決に反し，債務者側の立証のハードルを下げて，その立証

が尽くされた後で，債権者らに更なる立証を求めるという枠組みは採られ

るべきではない。 

  本件において，そのような従前の下級審判例と同様の判断枠組みを用い

ることは，伊方最高裁判決に反することになる。 

 

４ 立証の程度軽減アプローチ（志賀２号機一審判決類似） 

⑴ 証明度軽減の法理の実質的根拠 

  以上のようなアプローチとは別に，福島原発事故後の新たな判断枠組みと

して，証明度軽減の法理からのアプローチがあり得る。 

  証明度軽減の法理は，証拠の偏在が著しく，かつ現代の科学水準では証明

困難な争点を抱える現代型訴訟などについて，実質的公平及び実体的正義の

観点から一定の場合に証明度を軽減する理論である。 

  一般に，民事事件においては，証明度として「高度の蓋然性」が求められ

ているが，それは以下の根拠に基づく。 

ⅰ）現状を変更しようとする者に一定の負担を課すのは仕方がない。 

ⅱ）当事者間の公平や誤判のリスクの分配方法として妥当である。 

  しかしながら，証拠の偏在，科学的不確実性，当事者間の公平という観点

から，そして何よりも，誤判の結果深刻な原子炉災害が起こるようなことは

万が一にもあってはならないという観点からすると，原発差止訴訟の場合，

高度の蓋然性まで求める上記根拠は当て嵌まらない。 

  このような問題意識の下で，次に述べる証明度軽減の法理は，まさに原発

訴訟に当て嵌まる理論といえる。 

 

⑵ 証明度軽減の法理の要件及び効果 

ア 法理の内容 
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  証明度軽減の法理について，加藤新太郎裁判官は，概要，以下のように

述べる 27。 

  要証事実が例外のない科学的因果法則によって証明され得る場合と例外

のある一般的経験則によって証明され得るもの，統計学的経験則によって

しか証明され得ないものの場合とは，同じく「証明＝高度の蓋然性の認識」

と言っても，そのニュアンスはおのずから異なる。また，現代型訴訟に象

徴されるような当事者対等が実質的に維持されていない上に証拠の偏在が

著しい訴訟が現れている現実を考慮すれば，証明度を軽減しなければ，か

えって当事者の実質的公平及び実体的正義に反する結果を招くケースがあ

り得る。このような理解を前提とすれば，理論的には，例外的に原則的証

明度を軽減することにより立証者の負担を軽減する余地のあることを肯定

せざるをえない。 

 

イ 証明度を軽減するための要件 

  このように述べたうえで，加藤裁判官は，実践的場面において証明度軽

減を許容するためのガイドラインとして，以下の３つの観点からの相当性

テストを述べる。 

ⅰ）事実の証明が困難であるのは事柄の性質の故か。 

ⅱ）証明困難である結果，実体法の規範目的・趣旨に照らして著しい不

正義が生じるか。 

ⅲ）原則的証明度ないしそれと等価値の立証をさせる代替手法は工夫で

きないか。 

  証明度軽減を考慮する際の重要な要素として，まず証明の困難性を挙げ

るべきであるが，それは現代の科学技術水準の限界などに由来するもので

あって，当事者に対して原則的証明度を要求することが客観的にみて期待

                                            
27 ジュリスト 1013-131以下，「手続裁量論」p124以下参照。 
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可能性が乏しい場合でなければならないであろう。 

  ⅰは，当事者の怠慢・不熱心な証拠収集態度など当事者にその責任を帰

せられる要因で事実の証明が困難となっているケースを排斥する趣旨であ

る。 

  ⅱは，証明度軽減はあくまでも例外であるから，原則的証明度を求める

ことによって生じ得る不正義の「著しい」ことを要求して限定する趣旨で

ある。 

  ⅲは，ⅰ及びⅱのテストをパスしても直ちに証明度軽減の方向に赴くの

ではなく，証明主題の特徴と証明方法とを検討することにより立証者に負

担可能な証明方法が他に工夫され得る場合には，それによらしめるという

趣旨である。例えば，疫学的証明方法や統計学的証明方法などがこれであ

る。 

 

ウ 証明度軽減の効果 

  証明度軽減を認める場合の効果は，基本的に原則的証明度の証明ができ

た場合と同様である。 

  そして，加藤裁判官は，証明度軽減を認める場合の下限は，原則として，

「証拠の優越レベル」と解するのが相当であろうと述べ，その理由として，

「五分五分よりは上といったあたりを限度にしないと，ルーズな事実認定

の歯止めにはなりえないと思われるからである。」とする。この例外として，

「証拠の優越にも達しない場合」においても，上記要件ⅰⅱの顕著性を条

件として，「証明度軽減を認めることがあってもよいであろう」と述べる。 

 

(3) 証明度軽減の法理は，まさに原発訴訟に当て嵌まること 

  以上のような証明度軽減の法理は，正に原発訴訟にこそ最も良く当て嵌ま

るといえる。すなわち，原発訴訟は現代型科学訴訟の最たるものであり，現
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代の科学技術の限界，立証の困難性，証拠の偏在等の観点から，証明度軽減

の法理が最も良く当て嵌まる訴訟である。 

  相当性テストのⅰは，原発訴訟に当然に当て嵌まる。事業者が施設の設置・

管理を推進し，人的資源，資料等を独占し，住民側はこれらに容易に接近す

ることはできないからである。 

  また，ⅱについても，原発に対する法的諸規制の趣旨が，深刻な災害が「万

が一にも起こらないようにすること」であることに照らせば，証明困難であ

る結果，実体法の規範目的・趣旨に照らして「著しい不正義」が生ずること

は明白である。 

  すなわち，証明度を軽減せず証明困難を放置した結果，本来，差し止めら

れるべき危険性を有する原発が「真偽不明」のために差し止められず，その

結果運転を継続し続けたために重大な事故が発生したという場合，もはや取

り返しのつかない事態に陥ることは，福島原発事故の悲惨な体験から明らか

であり，そのような事態を避けることこそが，原発に対する諸規制の趣旨で

ある。 

  従って，原発訴訟においては，このⅱのテストも容易に当て嵌まる。 

  残るⅲに関しても，原発訴訟において，疫学的証明や統計学的証明などの

立証手法は当て嵌まらず，その他の代替手法も考え難い。 

  このように，証明度軽減の法理は，原発訴訟においてこそ，最も良く当て

嵌まるのである。 

  また，原発訴訟では，以上で述べたところからすれば，ⅰⅱの要件の顕著

性は明らかであり，「証拠の優越レベル」に達しない場合であっても，証明度

軽減を認めて良い場合に当てはまりうるというべきである。 

 

⑷ 証明度軽減の法理と志賀２号機一審判決 

ア そして，原発訴訟において，実際にこの法理に極めて近い（実質的には
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ほぼ同様と考えられる）判断枠組みをとった判決が，志賀２号機一審判決

である。 

  同判決は，原発の持つ危険性，事業者が高度な科学技術を前提として設

計し，その資料はすべて事業者が保有していることなどを理由として，住

民側において，本件原子炉の運転により住民らが許容限度を超える放射線

を被ばくする具体的可能性があることを相当程度立証
、、、、、、、、、、、、、、、、、、

した場合には，公平

の観点から，事業者において，住民らが指摘する「許容限度を超える放射

線被ばくの具体的危険」が存在しないことについて，具体的根拠を示し，

かつ，必要な資料を提出して反証を尽くすべき」である，と判示した。 

  これは，まさに住民側がなすべき証明度を軽減しているのであり，実質

的には証明度軽減の法理に沿ったものである。 

イ この点について，下山憲治名古屋大学大学院教授は「科学的知見に不確

実性があるときは，証明責任の所在ないし証明度が決定的に重要になるに

もかかわらず専門的知見や証拠の偏在が著しい。それゆえ金沢地裁判決の

ような証明責任の軽減は必要である。」と述べ，この志賀２号機一審判決を

支持している。 

  そして，同判決の地震に関する判示は，その後不幸にして発生してしま

った福島原発事故を予言するかのような正しい判示であった。 

ウ このような考え方は，原発以外の迷惑施設の建設差止め訴訟等において

は，従来，一般的な考え方であった 28のに，遥かに危険性の高い原発の民

事差止訴訟では，何故か他に例をみない。しかし，このような考え方は，

原発による深刻な災害を万が一にも起こさないという実質的な意味で，伊

                                            
28 ごみ焼却場建設禁止仮処分事件・徳島地判昭和５２年１０月７日・判時８６４号３８頁，火

力発電所の建設差止め請求事件・札幌地判昭和５５年１０月１４日・判時９８８号３７頁，産

業廃棄物最終処分場の使用操業差止め仮処分事件・仙台地決平成４年２月２８日・判時１４２

９号等。 
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方最高裁判決の趣旨に合致する判断枠組みといえる 29。 

 
 

エ 証明度軽減の法理に従って，このような志賀２号機一審判決と同様の判

断枠組みを取ることは，福島原発事故後の社会情勢に極めて適合している

とともに，被害の甚大さを前提に誤判リスクの分配，証拠の偏在，科学的

不確実性及び当事者間の公平のいずれの観点からから見ても，極めて妥当

である。 

  中でも，福島原発事故により，危険性が現実化した問題(その最たる例が

「地震」である)については，相当性テストのⅰⅱの要件の適合性は明白で

あり，「証拠の優越レベル」にまで至らない場合であったとしても「具体的

危険の可能性」があれば，証明度軽減が認められるべきである。 

  例えば，地震について，具体的危険を肯定する説(Ａ説)とこれを否定す

る説(Ｂ説)とがある場合に，証拠上，Ａ説の方が優位とまでは言えなくて

                                            
29 早稲田大学大学院大塚直教授は，この考え方を「相当程度の可能性アプローチ」と名付け，

民事訴訟において適合的であり，一般化可能であると評価しておられる【環境民事差止訴訟の
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も，Ａ説の合理性が否定できず，具体的危険を払拭できない程度にまで住

民側がＡ説の合理性を立証したときは，「具体的危険の可能性」があると言

え，証明度軽減が認められるべきである。 

 

５ 立証命題再構築アプローチ（大飯原発福井地裁判決類似） 

⑴ 立証命題の再構築というアプローチ 

  伊方最高裁判決からのアプローチ，証明の程度の軽減のアプローチとは別

に，福島原発事故後の新たな司法判断の枠組みとして，立証命題の再構築と

いう観点からのアプローチがある。 

  これは，いわゆる客観的立証責任が仮に住民側にあるとした場合において，

住民側が立証しなければならない立証命題はそもそもどのようなものかとい

う観点からのアプローチである。 

 

⑵ 立証命題の再構築 

ア 従来の裁判例と「具体的危険」 

  住民側の立証命題は，これまで「具体的危険」と言われ，従来の判決の

多くは，住民側が立証すべき「具体的危険」は立証されておらず，抽象的

危険にすぎないとして，住民側の請求を棄却してきた。 

  しかし，これまで具体的危険と抽象的危険の区別について判示したもの

はない。 

  そもそも「抽象的危険」なる言葉は，原田尚彦東大教授(当時)が唱え始

めた用語であった。すなわち，同教授は，受忍限度をこえる具体的危険発

生の不可避性が通常人の疑いのないほど確実に立証されない限り，差止請

求を認めないという考え方を具体的危険立証説と呼び，危険発生の可能性，

極端な場合には安全性に不安ないし疑念がもたれれば，逆に安全であると

                                                                                                                                   
現代的課題（社会の発展と権利の創造－民法・環境法学の最前線）有斐閣】５４７～５４８頁 
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いう確証がなされない限り，差止請求を認容するという考え方を抽象的危

険説と呼んだ。 

  この定義はあくまで危険発生の「可能性」あるいは「不可避性」など発
、

生確率
、、、

のみに着目
、、、、、

した
、、

区分
、、

であり，危険発生の場合の損害の程度
、、、、、

は全く考

慮されていない点にも留意すべきである。原発事故の甚大な損害を見せつ

けた福島原発事故後においては，そもそも発生確率のみに着目した定義に

よる分類は維持されるべきではない。 

  しかも，この定義からすれば，具体的危険とは，危険発生の不可避性と

いう確実な危険の発生と，これの確実な立証を求めている点において二重

の絞りをかけた極めて限定した概念であり，前述のとおり原発に求められ

る安全性が極めて高度なものと解されるべき現在では，維持される概念で

はない。 

 

イ 危険と安全との関係 

  ところで，ここでいう「危険」とは，「安全性」とコインの裏表のような

関係に立つものである。 

  原発に求められる安全性が，「福島原発事故のような重大な災害・過酷事

故が万が一にも起こらないといえる程度の安全性」という意味での「絶対

的安全性に準ずる程度の高度の安全性」であることは，既に本書面第３に

おいて述べたとおりであるが，そうであるにもかかわらず，住民側が立証

すべき「危険」が，従来の裁判例のように，人格権侵害の具体的危険であ

ると解すると，住民側がその立証に失敗し，具体的危険があるかどうかに

ついてノン・リケットとなってしまった場合に，一方では「福島原発事故

のような重大な災害・過酷事故が万が一にも起こらないといえるような程

度の安全性」がない場合であっても，原発の稼働が認められてしまうこと

になる。これは明らかに不当な結論であり，原発の安全性を「福島原発事
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故のような深刻な災害が万が一にも起こらないといえる程度の安全性」と

考える以上，おのずから，住民側が立証すべき「危険」は「福島原発事故

のような重大な災害・過酷事故が万が一にも起こらないようにするための

高度な安全性に欠ける点があること」となる。 

  そうすると，住民側が立証すべき「具体的危険」の内容は，その具体的

危険の程度が相当程度低いものであったとしても，その可能性があれば足

りるというべきである 30。 

  なぜなら，福島原発事故のような重大な災害・過酷事故が万が一にも起

こらないようにするという意味での安全性を求める以上は，具体的危険の

程度が相当程度低いものであっても，その可能性がある限り，安全側に解

する必要があるからである。 

  言い方を変えれば，「具体的危険の可能性」があれば，重大な災害・過酷

事故が万が一にも起こらないようにするという意味での「絶対的安全性に

準ずる程度の極めて高度な安全性」があるとは言えないとすべきである。 

  従って，従来，住民側の立証命題は，「具体的危険」といわれてきたが，

今後は，「具体的危険の可能性」(危険の発生が否定できない)とか，あるい

は「福島原発事故のような深刻な災害が起こる可能性・危険性が万が一に

もあること」といった命題とすべきなのである。 

 

⑶ 立証命題再構築と大飯原発福井地裁判決(甲Ｂ１） 

  大飯原発福井地裁判決は，福島原発事故のような深刻な「事態を招く具体

的危険が万が一でもあれば，その差止めが認められるのは当然である」と判

示し，「かような事態を招く具体的危険が万が一でもあるのかが判断の対象

                                            
30 交告尚史東京大学教授は，「原告は放射性物質の外部放出の可能性があると主張すれば良い。

外部放出の『可能性』の証明でよしとするのは，多重防護の思想のもとに構築された大規模施

設の全体を見ることができるのは行政だけだからである。」として，原告側の立証を，損害発

生の「可能性」で足りると述べている。 
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とされるべき」と述べ，まさにこの立証命題の再構築を行っている。すなわ

ち，大飯原発福井地裁判決は，立証命題を「具体的危険」から「具体的危険

の万が一性」へと再構築したものといえる。 

 

 

(4) 具体的当て嵌め 

  この立証命題の再構築アプローチを具体的に原発訴訟に当て嵌めると，以

下のようになる。 

  例えば，地震について原発直下の活断層を主張するＡ説と活断層であるこ

とを否定するＢ説があるとした場合，Ａ説の方が優位とまでは言えなくとも，

その合理性を否定できず，具体的危険を払拭できない程度に立証したときは，

「具体的危険の可能性（活断層であることが否定できない）」があるといえ，

具体的危険を認定すべきこととなる。 

 

⑸ 小括 

  このような立証命題の再構築という観点からのアプローチから導かれる
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「具体的危険の可能性，万が一性」という立証命題の立て方は，原発被害の

甚大さ，証拠の偏在，科学的不確実性や当事者間の公平及び誤判リスクの分

配の観点からみて極めて合理的であり，福島原発事故後の法的・社会的要請

に合致するばかりでなく，前述した伊方最高裁判決の趣旨及びそこから導か

れるアプローチとも符合するものである。 

 

６ まとめ 

  以上述べてきたとおり，伊方最高裁判決の趣旨に符合し，本書面第３で述べ

た原発に求められる安全性を正しく審査できる判断枠組みとしては，①立証責

任の事実上の転換のアプローチ（平成２８年高浜３，４号機大津地裁決定類似

のアプローチ），②証明の程度を軽減するアプローチ（志賀２号機一審判決類似

のアプローチ），及び，③立証命題を再構築するアプローチ（大飯３，４号機福

井地裁判決類似のアプローチ）の３つがあり得る。 

  債権者らとしては，これらのいずれの判断枠組みによっても結論的にはほぼ

同様の結論が導けると考えるが，法解釈の一般論として，過去の最高裁判例で

ある伊方最高裁判決にできるだけ忠実な枠組みが望ましいとの理由から，主位

的には①を，これが認められない場合には，②または③を用いるべきである。

ただし，①を用いる場合には，原発に求められる安全性について，従来の「社

会通念」のように緩やかに解するのではなく，福島原発事故の甚大な被害，な

らびにそれを踏まえた法規範の改正に合致する極めて高度な安全性としなけれ

ばならない。 

 

第５ 結語 

  以上述べてきたとおり，本件のような原発差止訴訟において，司法審査の在

り方を考えるに当たっては，原発に求められる安全性の問題と，立証の負担を

どうするかという問題とを分けて考えたうえで，原発に求められる安全性につ
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いては，原発のリスクを社会がどの程度であれば受容できると考えているのか

の具体的内容を明らかにすることが重要である。そして，法改正の趣旨を正し

く踏まえ，福島原発事故の被害を真摯に受け止めるならば，原発のリスクを社

会が受容できると言い得るためには，絶対的安全性に準じる極めて高度な安全

性，福島原発事故のような深刻な災害が万が一にも起こらないといえる程度の

高度な安全性が求められていると考えるべきである。 

  川内原発鹿児島地裁決定や福岡高裁宮崎支部決定がまさにそうであったよう

に，原発差止訴訟で用いられる「社会通念」は，このような現実から目を背け，

行政や事業者が唱える原発推進の論理に追従するための方便に過ぎない。本件

においては，安全性を緩やかに解することは絶対に許されない。 

  そして，そのような安全性の理解を前提として立証の負担を考えると，①伊

方最高裁判決が被告側に立証責任を事実上転換する判断を行っているのである

から，安易にこれに反して，住民側に立証責任を負担させるような枠組みが用

いられてはならない(２０１６(平成２８年)高浜３，４号機大津地裁決定(甲Ｂ

３)類似の判断枠組み）。 

  仮に，①が採用されないとしても，伊方最高裁判決のいう「災害が万が一に

も起こらないようにする」という趣旨に照らして，原発に求められる極めて高

度な安全性が確保されるようにするために，②立証の程度軽減のアプローチ（志

賀２号機一審判決類似の判断枠組み），または，③立証命題の再構築アプローチ

（大飯原発福井地裁判決類似の判断枠組み）のいずれかが採用されるべきであ

る。 

以上 
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